
中
世
北
イ
タ
リ
ア
《
準
都
市
》
共
同
体
の
形
成
と
発
展
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カ
ザ
ー
レ
・
モ
ン
フ
ェ
ラ
ー
ト
と
在
地
紛
争

佐

藤

公

美

【
要
約
】
　
ル
ネ
サ
ン
ス
磁
北
イ
タ
リ
ア
に
お
い
て
は
、
領
域
的
国
家
秩
序
を
構
成
す
る
政
治
的
主
体
と
し
て
多
数
の
有
力
農
村
部
共
同
体
が
出
現
し
、
国

益
に
際
立
っ
た
特
徴
を
与
え
て
い
る
。
本
稿
は
近
年
《
準
都
市
桑
蚕
。
鐸
呼
》
と
し
て
注
目
さ
れ
て
い
る
こ
れ
ら
共
同
体
の
一
事
例
と
し
て
カ
ザ
ー
レ
・

モ
ン
フ
ェ
ラ
ー
ト
を
取
り
上
げ
、
そ
の
共
同
体
形
成
過
程
を
在
地
紛
争
と
の
関
連
に
お
い
て
考
察
し
た
も
の
で
あ
る
。
共
同
体
規
約
及
び
近
隣
集
落
や
君

侯
と
の
交
渉
記
録
は
、
こ
の
共
同
体
が
内
外
の
平
和
秩
序
を
主
体
的
に
担
う
組
織
と
実
力
を
発
達
さ
せ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
実
力

は
、
当
時
の
広
範
な
間
都
市
島
党
派
抗
争
を
受
け
た
農
村
部
に
お
け
る
抗
争
の
展
開
と
、
そ
の
結
果
と
し
て
の
集
落
の
合
併
と
拡
大
を
も
と
に
発
達
し
た
。

そ
し
て
こ
の
よ
う
な
紛
争
の
担
い
手
で
あ
っ
た
在
地
農
村
小
貴
族
ら
が
指
導
層
と
し
て
結
集
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
《
準
都
市
》
農
村
共
同
体
は
、
一

二
・
三
世
紀
に
特
有
の
都
市
・
農
村
関
係
に
起
因
す
る
定
住
史
的
状
況
お
よ
び
紛
争
状
況
の
中
で
生
み
出
さ
れ
、
発
展
し
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
史
林
　
八
九
巻
二
号
　
二
〇
〇
六
年
三
月

は
　
じ
　
め
　
に

一
般
に
近
年
の
西
洋
中
世
史
研
究
に
お
い
て
は
、
各
国
の
領
域
国
家
形
成
過
程
に
お
け
る
貴
族
や
共
同
体
問
の
共
通
の
利
害
の
追
求
や
広
域

的
な
平
和
創
出
の
た
め
の
共
同
行
為
と
い
う
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

義
が
益
々
強
く
認
識
さ
れ
る
に
至
っ
て
い
る
。

霜
主
に
よ
る
上
か
ら
の
統
治
行
為
と
は
異
な
る
、
い
わ
ば
水
平
的
な
関
係
に
基
づ
く
契
機
の
意

日
本
に
お
い
て
も
こ
の
よ
う
な
方
向
性
を
持
つ
研
究
の
発
展
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
P
・
ブ



中世北イタリア《準都市》共同体の形成と発展（佐藤）

リ
ッ
ク
レ
は
、
近
世
多
選
形
成
の
契
…
機
と
し
て
共
同
体
を
基
盤
と
し
た
国
制
に
光
を
あ
て
、
「
共
同
体
主
義
」
概
念
を
提
出
し
た
。
そ
の
主
要

な
対
象
地
域
は
イ
タ
リ
ア
の
ア
ル
プ
ス
渓
谷
を
南
限
と
し
、
テ
ィ
ロ
ル
お
よ
び
ス
イ
ス
を
中
心
と
す
る
中
南
欧
地
域
で
あ
り
、
ド
イ
ツ
語
圏
の

中
で
も
特
に
共
同
体
主
義
の
発
達
し
た
地
域
に
お
い
て
は
、
貴
族
支
配
の
欠
如
や
直
轄
領
で
あ
る
が
故
の
藩
主
と
の
直
接
の
関
係
な
ど
が
そ
の

基
盤
を
な
し
て
い
た
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
国
制
上
の
共
同
体
主
義
発
達
の
前
提
は
古
典
荘
園
（
ヴ
ィ
リ
カ
チ
オ
ン
）
の
解
体
と
、
国
家
的
機
能
を

持
つ
隣
人
団
体
と
し
て
の
共
同
体
（
ゲ
マ
イ
ン
デ
）
の
形
成
、
お
よ
び
そ
れ
ら
の
領
邦
霜
主
と
の
直
接
的
関
係
の
形
成
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
る

ラ
ン
ト
法
と
荘
園
法
の
法
域
の
相
互
浸
透
で
あ
っ
た
。
こ
こ
に
お
い
て
ブ
リ
ッ
ク
レ
は
、
申
世
領
域
国
家
を
ラ
ン
ト
法
共
同
体
と
考
え
る
○
・

ブ
ル
ソ
ナ
ー
の
テ
ー
ゼ
に
基
づ
き
な
が
ら
、
荘
園
法
の
ラ
ン
ト
法
へ
の
統
合
が
、
論
理
的
必
然
と
し
て
共
同
体
を
媒
介
と
し
た
平
民
の
代
表
性

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

の
出
現
を
も
た
ら
す
と
結
論
す
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
こ
と
が
暗
黙
の
内
に
示
し
て
い
る
の
は
次
の
よ
う
な
こ
と
で
あ
る
と
筆
者
は
考
え
る
。
古
典
荘
園
の
解
体
や
共
同
体
1
1
隣
人
団
体
の
形

成
と
い
う
、
い
わ
ば
在
地
社
会
に
お
け
る
普
遍
的
な
社
会
史
的
変
動
と
再
編
成
の
帰
結
が
、
ラ
ン
ト
法
や
領
邦
君
・
王
と
い
う
、
領
域
国
家
、
つ

ま
り
よ
り
広
域
的
な
政
治
社
会
の
水
準
に
お
け
る
既
存
の
構
造
を
支
え
る
特
殊
要
素
と
接
合
し
、
そ
れ
ら
に
変
化
を
も
た
ら
す
こ
と
に
よ
っ
て

生
ま
れ
た
も
の
が
中
世
末
期
領
域
国
家
な
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
、
従
っ
て
各
地
の
在
地
社
会
と
広
域
社
会
の
前
提
条
件
を
な
す
領
域
構
造
や

権
力
構
造
と
そ
の
変
質
過
程
、
及
び
両
者
の
接
合
過
程
の
比
較
研
究
が
中
近
世
領
域
国
家
、
お
よ
び
そ
の
形
成
・
発
展
過
程
に
お
い
て
見
ら
れ

る
諸
現
象
の
史
的
意
義
を
明
確
に
す
る
上
で
不
可
欠
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
本
稿
は
、
こ
の
よ
う
な
視
角
に
基
づ
く
地
域
研
究
の
中
の
一
要
素
を
構
成
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
筆
者
は
前
稿
に
お
い
て
、
一
二
・

一
三
世
紀
コ
ム
ー
ネ
時
代
の
北
部
イ
タ
リ
ア
の
ロ
ン
バ
ル
デ
ィ
ア
及
び
ピ
エ
モ
ン
テ
に
お
い
て
、
都
市
を
中
心
と
し
た
諸
自
治
共
同
体
の
間
で
、

い
か
に
し
て
複
数
の
都
市
間
に
広
域
的
な
秩
序
創
出
が
試
み
ら
れ
た
か
を
検
討
し
た
。
そ
の
結
果
、
こ
の
地
域
の
諸
都
市
は
都
市
間
紛
争
を
仲

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

裁
制
に
よ
っ
て
解
決
す
る
秩
序
形
成
シ
ス
テ
ム
を
発
達
さ
せ
、
共
有
し
て
い
た
こ
と
が
示
さ
れ
た
が
、
こ
れ
は
い
わ
ば
、
続
く
ル
ネ
サ
ン
ス
期

に
発
達
す
る
地
域
国
家
ω
枠
彗
。
冨
α
q
δ
口
巴
Φ
の
前
提
条
件
を
な
す
も
の
で
あ
る
と
同
時
に
、
中
世
盛
期
中
北
部
イ
タ
リ
ア
の
都
市
コ
ム
ー
ネ
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（
1
1
自
治
共
同
体
）
世
界
の
原
理
を
反
映
す
る
も
の
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。

　
周
知
の
よ
う
に
、
都
市
コ
ム
ー
ネ
世
界
に
お
け
る
領
域
的
権
力
構
造
の
最
大
の
鍵
は
都
市
・
農
村
関
係
で
あ
る
。
中
世
イ
タ
リ
ア
都
市
・
農

村
関
係
の
最
も
古
典
的
な
理
解
に
従
え
ば
、
農
村
部
は
集
団
領
主
で
あ
る
都
市
国
家
の
支
配
領
域
薩
「
コ
ン
タ
ー
ド
」
で
あ
り
、
独
自
の
秩
序

形
成
機
能
や
対
外
的
行
為
能
力
を
持
た
な
い
と
さ
れ
る
。
だ
が
こ
の
よ
う
な
都
市
・
農
村
関
係
の
理
解
は
、
各
都
市
の
「
コ
ン
タ
ー
ド
征
服
」

事
業
の
進
度
や
完
成
度
の
多
様
性
、
及
び
事
実
多
数
存
在
し
た
自
治
的
農
村
共
同
体
や
都
市
の
支
配
を
免
れ
た
農
村
領
主
支
配
の
実
態
の
解
明

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

を
受
け
て
久
し
く
批
判
さ
れ
て
い
る
。
又
、
こ
れ
ら
の
農
村
共
同
体
の
中
に
は
、
ル
ネ
サ
ン
ス
期
地
域
国
家
の
中
で
高
度
な
自
治
を
承
認
さ
れ
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

そ
の
体
制
内
で
重
要
な
役
割
を
果
た
し
た
も
の
が
多
数
あ
っ
た
こ
と
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

　
ル
ネ
サ
ン
ス
期
地
域
国
家
を
都
市
コ
ム
ー
ネ
期
か
ら
の
都
市
・
農
村
双
方
を
含
む
領
域
的
再
編
成
の
帰
結
と
し
て
捉
え
、
そ
の
構
造
理
解
に

お
い
て
、
都
市
を
中
心
と
し
つ
つ
も
自
治
的
共
同
体
や
領
主
支
配
の
重
要
性
を
否
定
し
得
な
い
も
の
に
し
た
の
は
G
・
キ
ッ
ト
リ
ー
こ
の
研
究

　
　
⑥

で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
後
の
個
別
事
例
研
究
の
量
は
十
分
で
は
な
く
、
そ
の
本
質
的
意
義
に
関
す
る
共
通
見
解
は
形
成
途
上
で
あ
る
と
言
え
よ

う
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
先
述
の
よ
う
な
在
地
社
会
と
広
域
社
会
と
の
接
合
の
過
程
を
問
題
に
す
る
た
め
に
は
、
コ
ム
ー
ネ
期
か
ら
の
移
行
過
程

に
お
け
る
動
態
の
理
解
が
不
可
欠
で
あ
る
。

　
同
時
期
の
都
市
・
農
村
関
係
の
再
考
に
お
い
て
、
近
年
イ
タ
リ
ア
の
研
究
で
は
、
G
・
キ
ッ
ト
リ
ー
二
に
よ
っ
て
提
唱
さ
れ
た
、
こ
の
よ
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

な
農
村
集
落
の
一
部
を
指
す
《
準
都
市
◎
¢
p
ω
陣
。
鐸
餅
》
と
い
う
概
念
が
注
冒
さ
れ
て
い
る
。
《
準
都
市
》
は
、
集
落
規
模
、
人
口
、
住
民
構
成
、

経
済
的
・
政
治
的
中
心
地
機
能
の
点
か
ら
見
れ
ば
、
ア
ル
プ
ス
以
北
の
「
都
市
」
に
匹
敵
す
る
よ
う
な
、
イ
タ
リ
ア
の
農
村
集
落
を
指
す
。
こ

の
よ
う
な
集
落
が
「
都
市
。
誌
置
と
呼
ば
れ
得
な
い
の
は
、
イ
タ
リ
ア
に
お
い
て
は
司
教
座
の
み
が
「
都
市
」
と
し
て
の
地
位
を
承
認
さ
れ

得
る
た
め
、
そ
れ
以
外
は
す
べ
て
「
農
村
」
に
分
類
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
従
っ
て
法
的
分
類
に
制
約
さ
れ
な
い
地
域
的
現
実
に
お
い
て
は
、

農
村
部
の
共
同
体
が
都
市
同
様
の
行
為
能
力
を
持
つ
こ
と
は
十
分
に
可
能
で
あ
る
と
考
え
よ
う
。
日
本
で
も
早
期
に
イ
タ
リ
ア
農
村
部
集
落
の

多
様
性
を
指
摘
し
た
清
水
廣
一
郎
氏
は
、
こ
の
よ
う
な
集
落
を
「
農
村
都
市
」
と
呼
ん
で
都
市
支
配
に
完
全
に
服
し
た
小
規
模
な
集
落
か
ら
区
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⑧

別
し
、
そ
の
よ
う
な
領
域
に
強
力
な
社
会
集
団
が
形
成
さ
れ
た
時
に
大
き
な
実
力
を
持
ち
う
る
可
能
性
を
指
摘
し
て
い
た
。

　
で
は
具
体
的
に
、
そ
の
形
成
過
程
と
内
実
は
如
何
な
る
も
の
だ
っ
た
の
か
。
《
準
都
市
》
は
お
よ
そ
史
料
上
げ
o
H
σ
q
o
（
ラ
テ
ン
語
で
は
び
霞
σ
q
β
ω
）

と
呼
ば
れ
、
集
住
度
が
高
ま
経
済
的
役
割
や
人
口
規
模
に
お
い
て
特
別
な
重
要
性
を
持
つ
集
落
を
指
す
嘩
そ
の
定
住
史
的
及
び
共
同
体
史

的
発
展
過
程
は
、
紀
元
千
年
後
の
農
村
人
口
の
増
大
と
農
罠
の
モ
ビ
リ
テ
ィ
ー
の
高
ま
り
に
よ
る
、
農
村
集
落
の
集
中
・
拡
大
や
新
村
の
形
成

と
背
景
を
等
し
く
し
て
い
る
。

　
定
住
史
及
び
新
村
研
究
に
関
し
て
は
、
過
去
半
世
紀
の
イ
タ
リ
ア
中
世
史
研
究
は
、
大
き
な
蓄
積
を
持
っ
て
い
る
。
P
・
ト
ゥ
ベ
ー
ル
の
イ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

ン
カ
ス
テ
ラ
メ
ン
ト
帯
8
簿
④
一
ご
臼
Φ
三
〇
研
究
を
は
じ
め
、
各
地
の
事
例
に
沿
っ
た
集
落
の
城
塞
化
、
定
住
再
編
成
、
新
村
建
設
等
の
研
究
業

績
の
発
表
が
一
九
七
〇
年
代
か
ら
二
〇
〇
〇
年
代
に
か
け
て
相
次
ぎ
、
そ
の
長
期
的
な
過
程
や
地
理
的
構
造
、
住
民
構
成
、
要
因
等
が
明
ら
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

に
さ
れ
た
。
と
り
わ
け
G
・
フ
ァ
ゾ
ー
リ
の
研
究
を
出
発
点
と
し
て
、
A
・
A
・
セ
ッ
テ
ィ
ア
、
R
・
コ
ン
パ
、
F
・
バ
ネ
ー
ロ
ら
に
よ
る
北

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

部
イ
タ
リ
ア
で
の
研
究
の
進
展
は
著
し
い
。
こ
れ
ら
の
研
究
は
、
イ
ン
カ
ス
テ
ラ
メ
ン
ト
ー
1
小
定
住
の
集
中
と
城
塞
化
や
新
村
建
設
を
含
む
定

住
再
編
過
程
は
、
北
部
イ
タ
リ
ア
に
お
い
て
は
ト
ゥ
ベ
ー
ル
が
ラ
ツ
ィ
オ
州
に
お
い
て
指
摘
し
た
～
○
世
紀
か
ら
～
一
世
紀
を
超
え
て
長
期
的

に
継
続
し
た
こ
と
を
指
摘
し
、
同
時
に
そ
の
要
因
も
、
外
民
族
の
侵
入
な
ど
の
要
因
を
超
え
て
、
効
率
的
農
村
部
支
配
と
領
域
政
策
の
た
め
の

殖
民
、
敵
対
封
建
領
主
か
ら
の
支
配
民
の
引
き
抜
き
、
戦
時
の
住
民
へ
の
安
全
保
障
と
い
っ
た
、
コ
ム
ー
ネ
時
代
の
領
域
政
策
や
都
市
間
戦
争
、

党
派
抗
争
の
拡
大
に
影
響
を
受
け
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。

　
従
っ
て
、
一
一
世
紀
以
降
、
コ
ム
ー
ネ
時
代
を
経
て
進
行
す
る
農
村
部
集
落
の
形
成
・
発
展
過
程
お
よ
び
そ
こ
か
ら
誕
生
す
る
各
種
農
村
共

同
体
と
そ
ら
れ
の
相
互
関
係
は
、
領
域
構
造
と
政
治
史
の
密
接
な
関
係
と
、
都
市
コ
ム
ー
ネ
を
は
じ
め
と
す
る
局
地
的
共
同
体
か
ら
広
域
的
政

治
秩
序
が
生
み
出
さ
れ
る
過
程
と
を
反
映
し
て
い
る
と
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
こ
こ
で
と
り
わ
け
興
味
深
い
と
思
わ
れ
る
の
は
、
都
市
間
戦
争
及
び
党
派
抗
争
の
拡
大
と
の
関
係
で
あ
る
。
周
知
の
よ
う
に
、
諸
自
治
コ

ム
ー
ネ
を
グ
ェ
ル
フ
ィ
・
ギ
ベ
リ
ー
二
の
両
派
に
分
け
て
展
開
し
た
党
派
抗
争
に
よ
る
混
乱
は
、
中
世
盛
期
中
北
部
イ
タ
リ
ア
の
第
一
の
特
徴
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⑬
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

を
な
し
て
お
り
、
ま
た
そ
の
位
置
付
け
は
コ
ム
ー
ネ
期
か
ら
ル
ネ
サ
ン
ス
期
へ
至
る
イ
タ
リ
ア
史
の
理
解
を
根
本
的
に
左
右
し
て
来
た
。
従
っ

て
、
農
村
部
に
お
け
る
定
住
史
的
再
編
過
程
に
そ
の
役
割
を
確
認
で
き
る
と
い
う
こ
と
は
、
抗
争
の
研
究
が
、
都
市
・
農
村
の
全
体
に
お
け
る

　
　
　
　
　
⑮

領
域
的
再
編
成
が
ル
ネ
サ
ン
ス
地
域
国
家
を
生
み
出
す
過
程
を
在
地
社
会
の
水
準
で
理
解
し
、
同
水
準
で
の
比
較
に
供
す
る
可
能
性
を
提
供
し

て
い
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。

　
本
稿
が
目
的
と
す
る
と
こ
ろ
は
、
こ
の
よ
う
な
認
識
の
上
に
立
ち
、
戦
争
・
紛
争
の
拡
大
と
の
関
連
に
お
い
て
、
《
準
都
市
》
と
呼
び
う
る

都
市
的
な
自
治
的
農
村
集
落
の
成
長
と
発
展
を
、
そ
の
共
同
体
的
側
面
及
び
そ
の
行
為
能
力
か
ら
検
討
し
、
そ
の
基
盤
を
考
察
す
る
こ
と
で
あ

る
。　

そ
も
そ
も
コ
ム
ー
ネ
時
代
イ
タ
リ
ア
の
農
村
は
、
な
ん
ら
か
の
形
で
大
小
の
戦
争
や
紛
争
に
参
加
す
る
軍
事
的
主
体
と
し
て
当
時
の
状
況
に

関
与
し
て
い
た
。
新
村
建
設
は
し
ば
し
ば
軍
事
的
目
的
を
伴
い
、
殖
民
す
る
農
民
は
防
衛
と
従
軍
の
義
務
を
負
い
、
常
に
潜
在
的
な
武
力
を
持

　
　
　
⑯

っ
て
い
た
。
ま
た
通
常
の
都
市
間
戦
争
に
お
い
て
も
、
コ
ム
ー
ネ
時
代
に
は
貴
族
の
騎
馬
隊
の
他
に
、
敵
領
域
の
破
壊
専
門
に
編
成
さ
れ
た
農

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

民
部
隊
が
設
け
ら
れ
て
い
た
。
騎
士
と
と
も
に
従
軍
す
る
楯
持
ち
も
通
常
農
民
で
あ
る
が
、
彼
ら
は
楯
持
ち
封
を
受
け
取
る
「
事
実
上
の
騎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

士
」
で
あ
り
、
在
地
の
小
貴
族
と
と
も
に
下
層
騎
士
と
し
て
農
村
部
に
定
住
し
、
農
村
共
同
体
の
一
部
を
な
し
た
。
こ
の
よ
う
に
農
民
は
支
配

都
市
や
封
建
領
主
の
下
で
、
戦
争
と
報
復
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
中
に
既
に
組
み
込
ま
れ
て
い
た
が
、
そ
の
同
じ
武
力
が
「
農
民
フ
ェ
ー
デ
」
の
中

で
近
隣
の
農
村
共
同
体
相
互
聞
で
用
い
ら
れ
る
こ
と
も
あ
り
、
そ
の
際
の
防
衛
上
の
必
要
も
城
塞
化
の
要
因
の
一
つ
を
な
し
た
と
A
・
A
・
セ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

ッ
テ
ィ
ア
は
述
べ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
状
況
の
下
で
新
村
・
拡
大
村
が
生
ま
れ
、
多
様
な
出
自
の
新
人
口
が
流
入
し
た
と
い
う
事
実
は
、
農

村
部
に
お
け
る
対
立
抗
争
の
複
雑
化
と
拡
大
、
お
よ
び
そ
の
解
決
と
い
う
課
題
に
新
共
同
体
が
直
面
し
た
こ
と
を
想
像
さ
せ
る
。

　
新
村
の
形
成
、
ま
た
は
既
存
の
集
落
の
拡
大
過
程
に
お
い
て
は
、
し
ば
し
ば
複
数
の
集
落
の
集
合
や
、
周
辺
小
村
の
中
心
的
集
落
へ
の
吸
収

合
併
が
見
ら
れ
る
。
先
行
の
新
村
研
究
か
ら
は
、
し
か
し
集
合
以
前
の
旧
集
落
の
集
団
と
し
て
の
ま
と
ま
り
が
失
わ
れ
る
訳
で
は
な
く
、
新
旧

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

落
の
内
部
に
長
期
的
に
互
い
に
異
質
な
要
素
が
混
在
し
続
け
る
例
が
多
数
あ
っ
光
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
新
村
や
拡
大
村
が
、
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一
二
世
紀
か
ら
一
四
世
紀
に
か
け
て
の
党
派
や
都
市
間
の
戦
争
と
抗
争
の
最
盛
期
に
継
続
的
に
誕
生
し
続
け
て
い
た
と
い
う
事
実
は
、
共
同
体

的
秩
序
の
形
成
と
維
持
、
お
よ
び
諸
共
同
体
間
の
関
係
に
つ
い
て
の
問
題
を
投
げ
か
け
る
。

　
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
複
数
集
落
の
集
合
に
よ
る
新
共
同
体
の
形
成
を
経
験
し
た
、
自
治
的
農
村
共
同
体
の
紛
争
の
具
体
相
を
検
討
し
、
そ
の

行
為
能
力
を
生
み
出
す
共
同
体
的
発
展
と
の
関
連
を
考
察
し
た
い
。
本
稿
が
扱
う
検
討
対
象
は
、
ピ
エ
モ
ン
テ
の
都
市
的
農
村
集
落
、
カ
ザ
ー

レ
と
そ
の
周
辺
で
あ
る
。
こ
の
集
落
に
は
一
一
世
紀
か
ら
一
四
世
紀
ま
で
を
覆
う
聖
堂
参
事
会
の
文
書
群
に
加
え
、
同
時
期
の
他
の
都
市
と
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

関
係
上
作
成
さ
れ
た
文
書
や
、
皇
帝
発
給
文
書
が
残
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
カ
ザ
ー
レ
は
後
に
一
四
七
四
年
都
市
に
昇
格
さ
れ
、
モ
ン
フ
ェ

ラ
ー
ト
候
国
の
首
都
と
し
て
の
地
位
を
獲
得
す
る
た
め
、
B
・
サ
ン
ジ
ョ
ル
ジ
ョ
に
よ
っ
て
～
六
世
紀
に
作
成
さ
れ
た
年
代
記
に
お
い
て
も
多

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

く
の
記
述
が
割
か
れ
て
い
る
。
カ
ザ
ー
レ
に
お
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
史
料
に
よ
っ
て
、
農
村
の
日
常
生
活
に
関
わ
る
極
め
て
小
規
模
な
紛
争
や

係
争
か
ら
、
モ
ン
フ
ェ
ラ
ー
ト
候
や
ミ
ラ
ノ
の
ヴ
ィ
ス
コ
ン
テ
ィ
家
に
よ
る
領
域
国
家
形
成
を
巡
る
戦
い
ま
で
、
多
様
な
レ
ベ
ル
の
争
い
の
連

関
を
見
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。

　
カ
ザ
ー
レ
は
都
市
へ
の
昇
格
お
よ
び
モ
ン
フ
ェ
ラ
ー
ト
候
国
の
首
都
化
に
よ
っ
て
、
一
五
世
紀
後
半
以
降
に
都
市
と
し
て
の
急
速
な
発
展
を

経
験
し
た
た
め
、
地
域
史
研
究
に
お
い
て
は
、
モ
ン
フ
ェ
ラ
ー
ト
里
国
の
発
展
お
よ
び
候
の
上
か
ら
の
介
入
と
の
関
連
に
お
い
て
、
特
に
地
誌

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

的
関
心
か
ら
な
さ
れ
た
研
究
が
若
干
見
ら
れ
る
。
一
方
、
中
世
初
期
以
来
の
発
展
を
検
討
し
、
共
同
体
制
度
の
発
展
と
い
う
側
面
も
含
め
て
考

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

察
し
た
も
の
に
は
A
・
A
・
セ
ッ
テ
ィ
ア
の
研
究
が
あ
る
。
セ
ッ
テ
ィ
ア
は
そ
の
中
に
お
い
て
、
カ
ザ
ー
レ
の
自
治
能
力
の
発
展
を
も
考
察
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

て
い
る
が
、
都
市
構
造
の
上
で
も
発
展
の
跡
を
示
す
一
三
世
紀
中
葉
を
一
つ
の
転
換
点
と
見
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
地
誌
的
及
び
共
同
体
制
度

的
発
展
は
、
地
域
の
紛
争
社
会
史
と
ど
の
よ
う
な
関
連
を
も
っ
て
展
開
し
た
の
だ
ろ
う
か
。

　
農
村
部
定
住
の
再
編
成
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
各
地
の
中
世
盛
期
に
お
よ
そ
共
通
の
現
象
で
あ
り
、
そ
れ
と
各
地
域
に
独
自
の
政
治
史
的
・
社
会
史

的
問
題
と
の
相
互
連
関
の
理
解
を
基
に
す
れ
ば
、
国
家
的
広
域
的
政
治
秩
序
形
成
過
程
の
比
較
考
察
を
行
う
こ
と
が
可
能
で
あ
ろ
う
。
近
年
日

本
の
西
洋
史
研
究
に
お
い
て
は
服
部
良
久
氏
が
中
近
世
紛
争
研
究
を
通
じ
て
、
地
域
共
同
体
に
お
け
る
紛
争
と
政
治
的
行
為
能
力
の
関
連
を
論
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⑳

じ
て
お
り
、
紛
争
と
平
和
の
展
開
と
国
家
的
発
展
の
関
連
を
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
限
定
せ
ず
比
較
史
的
に
考
察
す
る
可
能
性
が
望
ま
れ
て
い
る
。
中

世
初
期
に
お
け
る
領
域
君
主
の
不
在
ゆ
え
に
、
下
か
ら
の
構
造
変
化
、
地
域
的
現
実
か
ら
広
域
的
秩
序
へ
の
展
望
が
鮮
や
か
に
示
さ
れ
得
る
北

部
イ
タ
リ
ア
に
お
け
る
事
例
は
、
そ
の
有
効
な
素
材
で
も
あ
り
得
る
だ
ろ
う
。

　
以
下
第
一
章
で
は
、
地
域
史
や
郷
土
史
研
究
の
助
け
を
得
な
が
ら
、
ま
ず
は
集
落
お
よ
び
共
同
体
と
し
て
の
カ
ザ
ー
レ
の
形
成
と
発
展
の
概

略
を
ま
と
め
、
そ
の
問
題
点
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
こ
と
に
し
た
い
。
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．
＼
℃
雪
臼
。
扇
’
＼
℃
一
緊
p
P
（
簿
。
g
p
＆
葛
ミ
悪
日
箒
§
ミ
悪
。
、
慧
軌

　
》
§
ミ
9
さ
奪
§
§
。
ミ
§
w
ミ
捜
§
鳴
塗
壁
ミ
ミ
8
遣
四
§
ミ
葺
ミ
、
建
§
§
ミ
郎

　
　
偽
ミ
§
珪
§
§
含
§
勘
§
ミ
『
レ
O
げ
Φ
霧
8
δ
茸
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⑦
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．
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西
欧
申
世
史
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］
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史
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史
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廿
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⑦
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鉱
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〇
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「
中
・
近
世
テ
イ
ロ
ル
農
村
社
会
に
お
け
る
紛
争
・
紛
争
解
決
と
共

同
体
」
隅
京
都
大
学
文
学
部
研
究
紀
要
臨
第
四
一
号
、
二
〇
〇
二
年
。
同
門
中
世

盛
期
ド
イ
ツ
に
お
け
る
紛
争
解
決
と
国
制
」
『
京
都
大
学
文
学
部
研
究
紀
要
㎞
第

四
三
号
、
二
〇
〇
四
年
。
同
「
中
世
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
紛
争
と
紛
争
解
決

一
紛
争
解
決
と
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
…
シ
ョ
ン
・
国
制
」
噸
史
学
雑
誌
』
　
一
一
三
一
三
、

二
〇
〇
四
年
。
同
「
中
世
ヨ
…
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
紛
争
と
秩
序
一
紛
争
解
決
と

国
家
・
社
会
」
『
史
林
腕
八
八
一
一
号
、
二
〇
〇
五
年
。
ま
た
、
中
近
世
の
在
地

社
会
と
紛
争
、
領
域
国
家
に
関
連
す
る
問
題
に
つ
い
て
は
、
日
本
史
研
究
の
成
果

か
ら
多
く
を
学
ん
で
い
る
。
以
下
五
十
音
順
に
挙
げ
る
も
の
は
、
筆
者
が
管
見
の

限
り
に
お
い
て
学
ぶ
機
会
を
得
た
も
の
に
限
ら
れ
る
が
、
そ
れ
以
外
に
も
筆
者
未

見
の
研
究
や
間
接
的
に
関
連
す
る
研
究
が
多
数
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

稲
葉
継
陽
『
戦
国
時
代
の
荘
園
制
と
村
落
』
、
校
倉
轡
房
、
　
九
九
八
年
。
同

「
中
・
近
世
移
行
期
の
村
落
フ
ェ
ー
デ
と
平
湘
－
日
本
中
世
に
お
け
る
権
利
と

暴
力
」
歴
史
学
研
究
会
編
『
紛
争
と
訴
訟
の
文
化
史
軸
〈
シ
リ
ー
ズ
歴
史
学
の
現

在
〉
二
、
青
木
書
店
、
二
〇
〇
〇
年
。
大
山
喬
平
『
日
本
中
世
農
村
史
の
研
究
撫

岩
波
書
店
、
一
九
七
八
年
。
勝
俣
鎮
夫
『
戦
国
法
成
立
史
論
』
東
京
大
学
出
版
会
、

一
九
七
九
年
。
同
　
㎎
紫
斑
註
吋
代
甑
畑
翫
瑚
石
波
書
店
、
　
一
九
九
晶
ハ
年
。
小
林
一
岳
『
日

本
中
世
の
一
揆
と
戦
争
隔
校
倉
書
房
、
二
〇
〇
一
年
。
酒
井
紀
美
『
日
本
中
世
の

在
地
社
会
』
吉
川
弘
文
館
、
　
九
九
九
年
。
坂
田
聡
・
榎
原
雅
治
・
稲
葉
継
陽

『
村
の
戦
争
と
平
和
島
〈
日
本
の
中
世
〉
一
二
、
申
央
公
論
新
社
、
二
〇
〇
二
年
。

田
中
克
行
隅
中
世
の
惣
村
と
文
書
瞼
山
川
出
版
社
、
一
九
九
八
年
。
藤
木
久
志

『
豊
臣
平
和
令
と
戦
国
社
会
日
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
八
五
年
。
同
糊
村
と
領

主
の
戦
国
世
界
睡
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
九
七
年
。
同
門
戦
国
の
作
法
－
村

の
紛
争
解
決
』
平
凡
社
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
、
一
九
九
八
年
。
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第
【
章
　
申
世
集
落
カ
ザ
ー
レ
の
形
成
と
発
展
の
概
要

カ
ザ
ー
レ
は
現
在
カ
ザ
ー
レ
・
モ
ン
フ
ェ
ラ
ー
ト
と
呼
ば
れ
、
南
ピ
エ
モ
ン
テ
の
ボ
ー
側
南
岸
に
位
置
す
る
。
中
世
に
は
そ
の
守
護
聖
人
、
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聖
エ
ヴ
ァ
ジ
オ
の
名
を
冠
し
て
カ
ザ
ー
レ
・
サ
ン
・
エ
ヴ
ァ
ジ
オ
と
呼
ば
れ
、
ヴ
ェ
ル
チ
ェ
ッ
リ
司
教
の
領
主
支
配
に
服
し
て
い
た
。
九
九
九

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

年
の
オ
ッ
ト
ー
三
世
の
特
許
状
に
は
そ
の
旨
を
認
め
る
記
述
が
見
え
る
。

　
し
か
し
一
一
八
六
年
、
ア
リ
ー
ド
リ
ヒ
一
世
か
ら
与
え
ら
れ
た
特
許
状
で
は
、
コ
ン
ス
ル
（
1
1
「
統
領
」
。
共
同
体
内
か
ら
選
出
さ
れ
る
政
治
的

指
導
者
）
及
び
ポ
デ
ス
タ
（
1
1
共
同
体
構
成
員
外
か
ら
任
命
さ
れ
る
行
政
官
）
が
そ
の
住
民
達
と
と
も
に
裁
判
を
行
う
権
利
や
、
市
場
開
設
権
、
各

種
フ
ォ
ド
ゥ
ル
ム
か
ら
の
免
税
権
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。
従
っ
て
、
既
に
こ
の
時
点
で
コ
ン
ス
ル
制
度
が
確
立
し
て
お
り
、
事
実
上
の
自
治
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

行
わ
れ
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
一
二
〇
三
年
、
司
教
と
カ
ザ
ー
レ
の
コ
ム
ー
ネ
と
の
問
に
様
々
な
争
い
が
起
こ
っ
た
結
果
と
し
て
、
司

教
の
支
配
権
を
確
認
す
る
協
定
が
な
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
こ
で
は
殺
人
・
窃
盗
・
放
火
・
平
和
破
壊
等
の
大
罪
を
除
け
ば
ほ
と
ん
ど
の
裁
判
権

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

の
行
使
が
カ
ザ
ー
レ
の
コ
ン
ス
ル
側
に
認
め
ら
れ
て
い
る
。

　
早
期
の
自
治
確
立
の
背
景
に
は
、
ヴ
ェ
ル
チ
ェ
ッ
リ
ら
都
市
コ
ム
ー
ネ
と
対
抗
す
る
皇
帝
や
貴
族
の
支
持
と
保
護
が
あ
っ
た
。
謡
言
八
六

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

年
の
特
許
状
に
は
、
証
人
と
し
て
モ
ン
フ
ェ
ラ
ー
ト
候
コ
ラ
ー
ド
と
ボ
ニ
フ
ァ
ー
チ
ョ
及
び
ビ
ア
ン
ド
ラ
ー
テ
伯
グ
イ
ド
の
名
が
見
え
る
。
こ

の
よ
う
に
貴
族
や
皇
帝
と
密
接
な
関
係
を
持
つ
城
塞
集
落
が
、
イ
タ
リ
ア
諸
都
市
間
の
よ
り
広
域
的
な
争
い
に
巻
き
込
ま
れ
る
の
は
時
間
の
問

題
で
あ
っ
た
。
ヴ
ェ
ル
チ
ェ
ッ
リ
は
ピ
エ
モ
ン
テ
や
ロ
ン
バ
ル
デ
ィ
ア
の
周
辺
都
市
、
と
り
わ
け
ミ
ラ
ノ
と
の
同
盟
・
協
力
関
係
を
着
々
と
構

築
す
る
が
、
こ
れ
ら
の
諸
都
市
の
行
動
は
、
中
小
の
農
村
集
落
の
動
き
に
も
影
響
す
る
。
＝
＝
○
年
の
ミ
ラ
ノ
と
ヴ
ェ
ル
チ
ェ
ッ
リ
の
同
盟

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

に
は
、
パ
チ
リ
ア
ー
ノ
、
ト
ル
チ
ェ
ッ
ロ
、
コ
ニ
ョ
ー
ロ
、
ロ
ッ
ビ
オ
と
い
っ
た
カ
ザ
ー
レ
周
辺
の
諸
集
落
も
参
加
し
て
い
る
。

　
イ
ン
ノ
ケ
ン
テ
ィ
ウ
ス
三
世
に
よ
る
オ
ッ
ト
ー
四
世
の
破
門
が
行
わ
れ
、
そ
の
支
持
が
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
後
世
の
上
に
移
っ
た
の
は
そ
の
頃
の

事
で
あ
り
、
戦
火
は
忽
ち
北
イ
タ
リ
ア
に
拡
大
し
た
が
、
カ
ザ
ー
レ
は
モ
ン
フ
ェ
ラ
ー
ト
候
と
と
も
に
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
ニ
世
の
陣
営
に
参
加
す

る
。
結
果
一
二
一
五
年
、
オ
ッ
ト
ー
側
に
つ
い
た
ミ
ラ
ノ
と
同
盟
し
た
サ
ヴ
ォ
イ
ア
伯
の
軍
が
カ
ザ
ー
レ
を
占
領
。
と
こ
ろ
が
カ
ザ
ー
レ
側
か

ら
の
降
伏
の
申
し
出
に
も
関
わ
ら
ず
、
ミ
ラ
ノ
は
捕
虜
と
な
っ
た
カ
ザ
ー
レ
の
住
民
を
移
送
し
て
投
獄
し
た
後
、
集
落
を
徹
底
的
に
略
奪
し
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

上
に
破
壊
し
て
し
ま
っ
た
。
破
壊
後
の
カ
ザ
ー
レ
と
そ
の
住
罠
の
状
況
は
凄
惨
を
極
め
、
ホ
ノ
リ
ウ
ス
三
世
が
カ
ザ
ー
レ
近
隣
の
諸
司
教
に
送

4K． （223）



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

付
し
た
書
簡
に
は
、
「
物
乞
い
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
る
」
カ
ザ
ー
レ
教
会
へ
の
支
援
を
要
請
す
る
件
が
あ
る
。

　
に
も
関
わ
ら
ず
、
カ
ザ
ー
レ
再
建
の
努
力
は
速
や
か
に
進
め
ら
れ
た
。
イ
タ
リ
ア
の
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
尊
卑
支
持
派
の
勢
力
回
復
に
伴
い
、
モ

ン
フ
ェ
ラ
ー
ト
候
や
カ
ザ
ー
レ
に
も
皇
帝
の
支
援
が
惜
し
み
な
く
与
え
ら
れ
、
旧
来
の
特
権
が
再
確
認
さ
れ
る
一
方
、
地
域
で
の
独
自
の
動
き

も
進
ん
だ
。
破
壊
に
よ
る
痛
手
か
ら
の
早
期
回
復
を
期
し
て
、
カ
ザ
ー
レ
は
隣
接
す
る
集
落
、
パ
チ
リ
ア
ー
ノ
と
合
併
し
て
拡
大
す
る
道
を
選

び
、
そ
れ
を
両
集
落
の
協
議
に
よ
っ
て
実
現
す
る
。
事
実
上
の
合
同
は
一
二
二
〇
年
前
後
に
実
現
し
た
と
想
定
さ
れ
て
い
る
が
、
最
終
的
に
フ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

リ
ー
ド
リ
ヒ
ニ
世
に
よ
っ
て
承
認
を
受
け
た
の
は
＝
一
四
八
年
の
事
で
あ
っ
た
。

　
集
落
合
併
後
の
カ
ザ
ー
レ
に
は
急
速
な
拡
大
の
跡
が
見
ら
れ
る
。
組
織
と
し
て
の
コ
ム
ー
ネ
の
発
展
の
証
左
と
な
る
共
同
体
規
約
の
出
現
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．

こ
の
時
期
で
、
現
存
最
古
の
規
約
の
断
片
は
～
二
七
九
年
冬
日
付
を
持
っ
て
い
る
。
ま
た
そ
の
前
年
の
一
二
七
八
年
に
は
、
カ
ザ
ー
レ
は
向
こ

う
五
年
間
モ
ン
フ
ェ
ラ
ー
ト
候
グ
リ
エ
ル
モ
翠
雲
を
カ
ピ
タ
ー
ノ
（
白
軍
指
揮
官
）
と
し
て
迎
え
る
事
を
決
定
し
、
代
表
を
グ
リ
エ
ル
モ
の
下

に
送
り
、
カ
ピ
タ
ー
ノ
の
権
限
を
定
め
た
規
約
を
提
出
し
て
い
る
。
こ
の
カ
ピ
タ
ー
ノ
規
約
は
、
カ
ザ
ー
レ
の
全
体
集
会
。
o
器
一
σ
q
ぎ
σ
q
魯
Φ
H
－

巴
Φ
と
ポ
ポ
ロ
（
薩
民
衆
）
の
全
体
集
会
o
o
霧
お
鐸
。
σ
q
鶏
2
巴
①
山
巴
℃
o
℃
o
｝
○
と
い
う
二
つ
の
集
会
の
権
威
の
下
に
、
カ
ザ
ー
レ
の
「
騎
士
と
ポ

ポ
ロ
の
コ
ン
ス
ル
」
と
二
四
人
の
。
。
巷
一
Φ
簿
窃
に
よ
っ
て
作
成
さ
れ
、
命
じ
ら
れ
た
。
こ
こ
に
「
騎
士
と
ポ
ポ
ロ
の
コ
ン
ス
ル
」
と
あ
る
よ
う

に
、
こ
の
時
期
に
は
カ
ザ
ー
レ
の
内
部
で
は
明
確
に
区
別
さ
れ
る
二
つ
の
階
層
が
生
ま
れ
、
そ
の
全
体
が
一
つ
の
組
織
に
統
合
さ
れ
て
い
た
の

　
　
⑩

で
あ
る
。

　
こ
の
カ
ピ
タ
ー
ノ
規
約
の
内
容
か
ら
は
、
自
治
共
同
体
と
し
て
モ
ン
フ
ェ
ラ
ー
ト
候
に
対
し
て
も
極
め
て
強
い
立
場
を
押
し
出
す
カ
ザ
ー
レ

の
姿
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。
規
約
は
言
う
。
「
こ
の
カ
ピ
タ
ー
ノ
職
の
意
味
す
る
所
は
、
候
殿
は
騎
士
と
家
臣
を
率
い
て
、
自
ら
の
、
又
、

は
そ
の
盟
友
の
都
合
の
た
め
に
カ
ザ
ー
レ
に
来
た
い
時
に
は
い
つ
で
も
来
る
こ
と
が
出
来
る
…
…
と
い
う
事
で
あ
り
、
現
職
の
、
又
は
将
来
の

カ
ザ
ー
レ
の
ポ
デ
ス
タ
の
上
に
も
、
コ
ム
ー
ネ
と
人
々
の
上
に
も
、
そ
の
蒼
い
か
な
る
裁
判
権
も
持
つ
事
は
出
来
ず
…
…
同
地
の
全
支
配
権
や

刑
事
・
民
事
双
方
に
お
け
る
全
上
下
裁
判
権
（
幕
葺
ヨ
Φ
一
目
×
2
日
ぎ
℃
Φ
牙
ヨ
）
は
完
全
に
カ
ザ
ー
レ
の
コ
ム
ー
ネ
の
規
約
の
定
め
る
形
式
に
従
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っ
て
、
カ
ザ
ー
レ
の
ポ
デ
ス
タ
と
そ
の
体
制
に
よ
っ
て
保
持
さ
れ
る
と
い
う
事
で
あ
り
、
同
じ
く
、
現
職
の
又
は
将
来
の
ポ
デ
ス
タ
の
名
誉
及

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

び
裁
判
権
は
一
切
縮
小
さ
れ
な
い
と
い
う
事
で
あ
る
。
」

　
グ
リ
エ
ル
モ
の
相
続
者
ジ
ョ
ヴ
ァ
ン
ニ
の
死
後
、
～
三
〇
五
年
秋
レ
ラ
ミ
チ
系
モ
ン
フ
ェ
ラ
ー
ト
候
家
は
断
絶
す
る
が
、
ジ
ョ
ヴ
ァ
ン
ニ
の

姉
妹
ヨ
ラ
ン
ダ
と
ビ
ザ
ン
ツ
皇
帝
ア
ン
ド
ロ
ニ
コ
ス
・
パ
ラ
イ
オ
ロ
ゴ
ス
の
子
テ
オ
ド
ロ
が
後
継
者
と
し
て
迎
え
入
れ
ら
れ
、
パ
レ
オ
ロ
ゴ
朝

　
　
　
　
⑫

を
開
始
す
る
。
同
時
期
カ
ザ
ー
レ
で
は
内
部
で
の
党
派
抗
争
が
激
化
し
、
そ
の
調
停
者
と
し
て
の
モ
ン
フ
ェ
ラ
ー
ト
候
と
の
関
係
は
次
第
に
緊

密
化
す
る
。
一
三
一
九
年
、
候
国
内
の
諸
問
題
の
解
決
の
た
め
に
開
か
れ
た
集
会
で
カ
ザ
ー
レ
の
内
乱
に
も
平
和
が
命
じ
ら
れ
た
。
こ
こ
で
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

カ
ザ
ー
レ
の
二
党
派
が
、
モ
ン
フ
ェ
ラ
ー
ト
候
を
調
停
者
、
裁
判
官
及
び
主
君
と
し
て
認
め
、
望
む
旨
が
宣
言
さ
れ
た
。
そ
し
て
一
三
五
　
年

に
は
、
モ
ン
フ
ェ
ラ
ー
ト
候
ジ
ョ
ヴ
ァ
ン
ニ
・
パ
レ
オ
ロ
ゴ
を
「
シ
ニ
ョ
ー
レ
」
（
翼
借
主
）
と
し
て
迎
え
る
こ
と
が
カ
ザ
ー
レ
の
全
体
集
会
で

決
定
さ
れ
た
。
カ
ザ
ー
レ
側
の
代
表
者
は
候
に
対
し
て
「
候
ジ
ョ
ヴ
ァ
ン
ニ
殿
と
そ
の
相
続
者
は
、
永
遠
に
、
カ
ザ
ー
レ
の
城
塞
と
そ
の
地
域

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

と
領
域
内
の
人
々
へ
の
上
下
裁
判
権
及
び
各
種
の
裁
判
権
を
持
つ
シ
ニ
ョ
ー
レ
で
」
あ
る
こ
と
を
宣
言
す
る
。

　
だ
が
、
そ
の
二
日
後
に
候
側
か
ら
カ
ザ
ー
レ
に
「
恩
恵
」
と
し
て
下
さ
れ
た
文
書
の
内
容
を
見
る
と
、
カ
ザ
ー
レ
が
事
実
上
大
幅
な
権
限
を

保
持
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
そ
こ
で
は
モ
ン
フ
ェ
ラ
ー
ト
候
国
領
内
の
者
か
ら
カ
ザ
ー
レ
の
共
同
体
自
身
が
自
ら
の
ポ
デ
ス
タ
候
補
を
選

出
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
、
及
び
そ
の
ポ
デ
ス
タ
が
上
下
裁
判
権
を
行
使
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。
候
に
は
反
逆
罪
、
放
火
罪
、
姦

通
罪
、
男
色
の
罪
、
暴
行
罪
、
偽
造
罪
な
ど
へ
の
裁
判
権
が
留
保
さ
れ
る
が
、
そ
の
他
は
全
て
カ
ザ
ー
レ
の
共
同
体
に
属
し
、
条
例
が
尊
重
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

れ
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
徴
税
権
も
全
て
現
状
の
ま
ま
カ
ザ
ー
レ
に
承
認
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
カ
ザ
ー
レ
は
シ
ニ
ョ
ー
レ
で
あ
る
モ
ン
フ

ェ
ラ
ー
ト
候
に
対
し
て
あ
く
ま
で
も
高
度
な
自
治
を
保
持
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
同
様
の
立
場
は
一
時
的
に
そ
の
支
配
下
に
入
っ
た
ヴ
ィ
ス
コ

ン
テ
ィ
家
に
対
し
て
も
変
化
し
て
い
な
い
。
；
毛
○
年
、
モ
ン
フ
ェ
ラ
ー
ト
に
侵
攻
し
た
ガ
レ
ア
ッ
ツ
ォ
・
ヴ
ィ
ス
コ
ン
テ
ィ
に
カ
ザ
ー
レ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

は
自
ら
降
伏
す
る
が
、
そ
の
際
カ
ザ
ー
レ
側
か
ら
降
伏
条
件
を
提
出
し
、
現
状
の
特
権
を
承
認
さ
せ
て
い
る
。
ヴ
ィ
ス
コ
ン
テ
ィ
家
に
よ
る
支

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

配
は
極
め
て
一
時
的
な
も
の
で
、
約
三
〇
手
後
、
一
四
〇
四
年
に
は
ミ
ラ
ノ
と
モ
ン
フ
ェ
ラ
ー
ト
候
と
の
同
盟
の
結
果
候
側
に
返
還
さ
れ
る
。
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そ
の
後
も
カ
ザ
ー
レ
は
順
調
な
発
展
を
続
け
、
一
四
七
四
年
に
は
司
教
座
と
し
て
の
地
位
を
獲
得
し
「
都
市
」
に
昇
格
、
つ
い
で
モ
ン
フ
ェ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

ラ
ー
ト
候
国
の
首
都
に
定
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
こ
れ
ら
の
事
実
は
、
君
主
と
の
関
係
形
成
に
先
立
つ
時
期
に
お
い
て
、
カ
ザ
ー
レ
が
既
に
高
度
な
自
治
能
力
を
発
達
さ
せ
て
い
た
こ
と
を
十

分
に
物
語
っ
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
だ
が
一
方
で
は
、
そ
の
自
治
の
発
展
期
は
ま
さ
に
都
市
間
党
派
抗
争
の
時
期
に
あ
た
り
、
隣
村
と
の

合
併
が
そ
の
渦
中
に
実
現
し
て
い
る
と
い
う
事
実
は
、
こ
の
自
治
の
発
展
が
領
主
で
あ
る
司
教
か
ら
の
自
治
獲
得
の
単
な
る
延
長
の
産
物
で
は

な
く
、
質
的
転
換
を
伴
う
こ
と
を
想
像
さ
せ
る
。
そ
の
具
体
的
な
展
開
を
検
討
す
る
こ
と
が
続
く
考
察
の
課
題
と
な
る
が
、
次
章
で
は
ま
ず
、

共
岡
体
条
例
に
基
づ
い
て
共
同
体
組
織
と
し
て
の
カ
ザ
ー
レ
の
実
態
を
明
ら
か
に
し
、
つ
い
で
そ
の
形
成
過
程
の
検
討
を
進
め
た
い
。
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中世北イタリア《準都市》共同体の形成と発展（佐藤）

第
二
章
　
中
世
カ
ザ
ー
レ
の
共
同
体
組
織
と
そ
の
秩
序
形
成
・
維
持
機
能

　
集
成
と
し
て
現
存
す
る
カ
ザ
ー
レ
の
共
同
体
条
例
は
一
四
世
紀
末
年
に
遡
り
、
ヴ
ィ
ス
コ
ン
テ
ィ
家
支
配
下
で
編
纂
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

断
片
的
文
書
と
し
て
現
存
す
る
最
古
の
も
の
は
一
二
七
九
年
の
日
付
を
持
つ
が
、
大
部
分
の
条
項
の
作
成
年
代
は
お
よ
そ
＝
二
〇
六
年
か
ら
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

三
八
五
年
に
渡
り
、
そ
れ
ら
が
更
に
先
行
す
る
法
規
を
継
承
し
た
も
の
で
あ
る
の
か
を
確
定
す
る
の
は
困
難
で
あ
る
。
だ
が
前
章
で
述
べ
た
よ

う
に
、
一
二
七
八
年
に
は
「
騎
士
と
ポ
ポ
ロ
の
全
体
集
会
」
が
カ
ピ
タ
ー
ノ
と
の
対
外
的
交
渉
に
法
的
効
力
を
与
え
る
機
関
と
し
て
存
在
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

い
る
が
、
こ
の
集
会
は
断
片
的
に
い
く
つ
か
の
一
三
世
紀
末
の
外
交
文
書
に
見
え
る
。
従
っ
て
共
同
体
組
織
の
中
核
の
確
立
を
こ
の
時
期
ま
で

遡
ら
せ
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。

　
条
例
の
全
体
は
五
分
柵
に
付
加
条
項
を
加
え
た
も
の
か
ら
成
る
。
第
～
・
第
二
分
冊
は
そ
れ
ぞ
れ
、
コ
ム
ー
ネ
の
組
織
と
公
的
問
題
、
犯
罪

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

と
刑
罰
を
扱
い
、
第
三
・
第
四
分
冊
は
私
人
間
の
関
係
や
農
業
運
営
上
の
取
り
決
め
か
ら
成
り
、
そ
の
他
は
第
五
分
冊
が
扱
う
。
興
味
深
い
の

は
、
早
期
に
都
市
の
コ
ン
タ
ー
ド
に
組
み
込
ま
れ
そ
の
支
配
を
受
け
入
れ
た
通
常
の
農
村
コ
ム
ー
ネ
条
例
に
は
見
ら
れ
な
い
刑
罰
規
定
が
独
自

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

の
分
冊
を
成
し
、
裁
判
当
局
と
し
て
の
姿
を
コ
ム
ー
ネ
が
明
確
に
打
ち
出
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

　
こ
の
条
例
に
よ
れ
ば
、
共
同
体
に
対
し
て
統
治
権
を
執
行
し
、
裁
判
と
防
衛
の
任
に
当
た
る
最
大
の
権
限
を
持
つ
の
は
ポ
デ
ス
主
唱
。
欝
甲

3
P
℃
○
畠
①
ω
寅
．
で
あ
る
（
ほ
ぼ
同
じ
職
権
を
指
す
の
に
レ
ク
ト
ー
ル
お
9
。
が
ヴ
ィ
カ
リ
ウ
ス
鼠
＄
旨
ω
の
用
語
も
用
い
ら
れ
る
）
。
ポ
デ
ス
タ
は
通
常
外

部
か
ら
招
か
れ
る
役
人
で
あ
り
、
従
者
と
し
て
裁
判
宮
や
騎
士
、
助
役
を
従
え
、
カ
ザ
ー
レ
の
条
例
を
遵
守
し
て
統
治
に
当
た
ら
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
こ
の
外
部
の
役
人
を
統
制
し
、
コ
ム
ー
ネ
の
法
を
守
る
任
務
を
負
う
共
同
体
内
部
の
役
職
が
コ
ン
ス
ル
又
は
プ
ロ
コ
ン
ス
ル
で
あ
り
、

「
騎
士
と
ポ
ポ
ロ
の
全
体
会
議
」
か
ら
選
ば
れ
る
。
そ
の
他
の
コ
ム
ー
ネ
の
役
職
と
し
て
は
、
出
納
役
と
作
物
監
視
人
が
あ
り
、
時
に
は
個
別

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

の
重
要
問
題
に
関
し
て
少
人
数
の
＄
窟
①
馨
①
ω
に
全
権
が
与
え
ら
れ
る
こ
と
も
あ
る
。

　
条
例
の
条
項
か
ら
一
見
し
て
明
ら
か
な
こ
と
は
、
外
部
者
で
あ
る
ポ
デ
ス
タ
と
そ
の
従
者
団
を
統
制
し
、
条
例
を
保
護
し
事
実
上
の
権
限
を
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共
問
体
が
保
持
す
る
た
め
に
多
数
の
配
慮
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
ポ
デ
ス
タ
は
第
一
条
に
お
い
て
「
カ
ザ
ー
レ
の
条
例
に
従
っ
て
、

条
例
の
定
め
の
な
い
場
合
に
は
ロ
ー
マ
法
に
従
っ
て
、
ロ
ー
マ
法
の
定
め
の
な
い
場
合
に
は
カ
ザ
ー
レ
の
慣
習
に
従
っ
て
」
住
民
と
そ
の
財
産

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

を
治
め
防
衛
す
る
こ
と
を
誓
約
す
る
。
続
い
て
第
七
条
に
お
い
て
「
カ
ザ
ー
レ
の
コ
ム
ー
ネ
の
レ
ク
ト
ー
ル
は
何
者
で
あ
れ
、
ま
た
そ
の
従
者

は
何
者
で
あ
れ
、
い
か
な
る
方
法
、
い
か
な
る
理
由
に
お
い
て
も
、
カ
ザ
ー
レ
の
コ
ム
ー
ネ
の
条
例
の
作
成
又
は
改
変
の
場
に
参
加
す
る
こ
と

も
臨
席
し
て
い
る
こ
と
も
で
き
な
い
」
こ
と
が
定
め
ら
⑫
条
例
を
定
め
る
権
限
を
蕎
体
が
独
占
す
る
こ
と
が
示
さ
れ
る
・
任
期
終
覆
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

は
ポ
デ
ス
タ
と
そ
の
従
者
団
は
職
務
執
行
状
況
の
検
査
を
受
け
、
彼
ら
に
対
す
る
住
民
か
ら
の
訴
え
は
コ
ン
ス
ル
に
よ
っ
て
裁
か
れ
る
。
ま
た
、

刑
罰
の
確
定
に
際
し
て
は
、
条
例
に
定
め
の
な
い
場
合
に
は
ポ
デ
ス
タ
は
必
ず
カ
ザ
ー
レ
の
コ
ム
ー
ネ
の
検
事
の
見
解
に
従
い
、
そ
の
臨
席
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

得
て
宣
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
こ
の
手
続
き
に
違
犯
し
た
場
合
に
は
い
か
な
る
刑
罰
も
無
効
で
あ
る
。
刑
罰
の
規
定
は
公
的
な
集
会
に
お
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

て
承
認
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
こ
の
承
認
を
欠
く
刑
に
関
し
て
ポ
デ
ス
タ
は
罰
金
の
徴
収
が
で
き
な
い
。
こ
の
よ
う
に
ポ
デ
ス
タ
の
行
動
を

拘
束
す
る
集
会
に
関
し
て
、
ポ
デ
ス
タ
は
コ
ム
ー
ネ
の
コ
ン
ス
ル
達
の
三
分
の
一
の
同
意
な
し
に
は
召
集
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
一
方
コ
ン

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

ス
ル
ら
が
求
め
れ
ば
、
ポ
デ
ス
タ
は
集
会
の
招
集
を
義
務
付
け
ら
れ
、
そ
こ
で
の
決
定
は
遵
守
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
に
、
条
例

の
制
定
権
は
完
全
に
共
同
体
の
手
中
に
あ
っ
て
保
護
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
の
組
織
的
基
盤
は
集
会
と
コ
ン
ス
ル
職
に
あ
る
の
で
あ
る
。

　
カ
ザ
ー
レ
の
共
同
体
構
成
員
が
事
実
上
の
秩
序
維
持
機
能
を
自
ら
担
っ
て
い
る
こ
と
は
、
第
二
分
冊
の
犯
罪
と
刑
罰
の
規
定
に
関
し
て
も
明

ら
か
で
あ
る
。
傷
害
や
人
身
・
財
産
の
攻
撃
に
対
し
て
は
基
本
的
に
詳
細
な
罰
金
刑
が
定
め
ら
れ
て
い
る
が
、
公
共
の
場
で
の
喧
嘩
や
抜
刀
に

対
し
て
は
住
民
が
そ
の
追
跡
の
義
務
を
負
う
。
第
一
四
三
条
に
は
、
「
も
し
ポ
デ
ス
三
殿
が
、
カ
ザ
ー
レ
の
人
々
が
武
器
に
訴
え
て
（
他
人
の
）

家
や
広
場
に
赴
く
よ
う
に
警
告
を
発
し
た
な
ら
ば
、
あ
る
い
は
コ
ム
ー
ネ
の
役
人
を
通
じ
て
措
置
を
課
し
た
な
ら
ば
、
全
カ
ザ
ー
レ
住
民
は
武

器
を
持
っ
て
、
ポ
デ
ス
タ
殿
の
家
、
あ
る
い
は
コ
ム
ー
ネ
の
広
場
へ
赴
き
…
…
レ
ク
ト
ー
ル
の
命
令
に
従
い
、
遵
守
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

と
あ
り
、
全
住
民
が
武
装
し
て
公
共
の
秩
序
維
持
に
当
た
る
義
務
が
課
さ
れ
て
い
る
。
よ
そ
者
が
カ
ザ
ー
レ
住
民
を
攻
撃
し
た
場
合
に
は
、
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

の
場
に
い
た
カ
ザ
ー
レ
住
民
は
追
跡
す
る
義
務
を
負
う
。
叫
び
声
を
聞
い
た
場
合
の
武
器
を
持
っ
て
の
叫
喚
追
跡
義
務
も
あ
る
。
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こ
の
よ
う
に
、
カ
ザ
ー
レ
に
お
い
て
は
共
同
体
が
立
法
と
警
察
の
対
内
的
平
和
秩
序
維
持
機
能
を
担
っ
て
い
る
こ
と
が
条
例
に
は
明
ら
か
に

示
さ
れ
て
い
る
。
一
方
、
対
外
的
な
そ
れ
に
つ
い
て
は
共
同
体
条
例
か
ら
知
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
若
干
の
外
交
文
書
か
ら
垣
間
見
る
こ
と

が
で
き
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

　
一
二
七
二
年
六
月
二
四
日
、
近
隣
の
や
は
り
都
市
的
集
落
で
あ
る
ヴ
ァ
レ
ン
ツ
ァ
が
カ
ザ
ー
レ
に
平
和
を
求
め
た
。
こ
の
平
和
の
申
し
入
れ

ば
、
ヴ
ァ
レ
ン
ツ
ァ
の
ポ
デ
ス
タ
が
ヴ
ァ
レ
ン
ツ
ァ
の
会
議
と
コ
ム
ー
ネ
の
意
志
に
従
っ
て
行
っ
た
も
の
で
あ
り
、
ヴ
ァ
レ
ン
ツ
ァ
に
も
カ

ザ
ー
レ
同
様
の
コ
ム
ー
ネ
組
織
が
成
立
し
て
い
た
こ
と
を
窺
わ
せ
る
。
そ
の
後
ヴ
ァ
レ
ン
ツ
ァ
は
カ
ザ
ー
レ
か
ら
二
つ
の
文
書
を
受
け
取
り
、

そ
れ
が
本
物
で
あ
る
こ
と
の
認
証
を
求
め
て
再
び
カ
ザ
ー
レ
に
文
書
を
送
っ
た
が
、
そ
こ
に
は
二
つ
の
う
ち
一
方
が
「
カ
ザ
ー
レ
の
コ
ム
ー
ネ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

の
印
章
」
を
押
さ
れ
て
い
た
と
あ
る
。
こ
こ
に
は
、
カ
ザ
ー
レ
も
ヴ
ァ
レ
ン
ツ
ァ
も
対
外
関
係
に
お
い
て
公
的
文
書
を
権
威
付
け
す
る
形
式
を

十
分
に
発
達
さ
せ
、
そ
の
権
威
を
担
う
主
体
と
し
て
行
動
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。

　
同
様
の
公
文
書
形
式
の
発
達
は
一
二
九
二
年
、
カ
ザ
ー
レ
が
マ
ッ
テ
オ
・
ヴ
ィ
ス
コ
ン
テ
ィ
に
カ
ピ
タ
ー
ノ
職
を
提
供
す
べ
く
使
節
を
送
っ

た
時
の
文
書
に
も
見
え
る
。
文
書
作
成
者
は
、
「
カ
ザ
ー
レ
の
ポ
ポ
ロ
の
カ
ピ
タ
ー
ノ
で
あ
る
グ
イ
ダ
コ
・
グ
テ
リ
オ
殿
が
、
私
、
カ
ザ
ー
レ

の
ポ
ポ
ロ
の
公
証
人
で
あ
る
ジ
ャ
コ
ボ
・
デ
・
グ
ラ
チ
ャ
ー
ノ
に
、
下
記
の
早
立
と
改
変
が
真
正
で
あ
る
こ
と
を
証
言
し
、
公
文
書
の
形
式
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

作
成
す
る
よ
う
命
じ
た
。
…
…
」
と
述
べ
て
い
る
。
従
っ
て
、
カ
ザ
ー
レ
の
共
同
体
は
、
紺
内
的
に
も
対
外
的
に
も
十
全
な
秩
序
形
成
・
維
持

機
能
を
果
た
し
て
い
た
と
結
論
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

　
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
実
力
を
持
つ
に
も
関
わ
ら
ず
、
《
準
都
市
》
共
同
体
カ
ザ
ー
レ
は
、
少
な
く
と
も
こ
こ
で
考
察
さ
れ
る
時
期
に
関
し

て
は
大
都
市
共
同
体
と
は
本
質
的
に
異
な
る
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
カ
ザ
ー
レ
も
＝
二
世
紀
後
半
に
は
周
辺
の
農
村
に
対
し
て
裁
判
権
を
拡

大
し
て
い
る
が
、
大
都
市
の
特
徴
が
そ
の
コ
ン
タ
ー
ド
に
対
す
る
領
主
性
で
あ
る
一
方
、
カ
ザ
ー
レ
は
都
市
と
法
制
上
差
別
さ
れ
た
支
配
対
象

と
し
て
の
コ
ン
タ
ー
ド
を
形
成
し
て
お
ら
ず
、
条
例
に
お
い
て
も
、
カ
ザ
ー
レ
の
共
同
体
成
員
と
な
る
条
件
は
フ
ォ
ド
ゥ
ル
ム
の
支
払
い
以
外

　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

に
特
定
さ
れ
て
い
な
い
。
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一
二
九
四
年
、
カ
ザ
ー
レ
東
方
の
集
落
フ
ラ
ッ
シ
ネ
ー
ト
の
カ
ヴ
ァ
ッ
リ
ャ
伯
達
が
、
フ
ラ
ッ
シ
ネ
！
ト
の
上
下
裁
判
権
及
び
伯
方
そ
の
他

の
諸
権
限
を
全
て
カ
ザ
ー
レ
に
譲
り
渡
す
と
い
う
協
約
を
な
し
、
フ
ラ
ッ
シ
ネ
ー
ト
の
全
領
民
は
カ
ザ
！
レ
の
コ
ム
ー
ネ
の
上
下
裁
判
権
に
服

し
、
フ
ォ
ド
ゥ
ル
ム
始
め
全
て
の
税
を
他
の
カ
ザ
ー
レ
住
民
と
同
じ
よ
う
に
カ
ザ
ー
レ
の
コ
ム
ー
ネ
に
支
払
う
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
の
時
の
文

書
に
は
、
「
ま
た
領
民
達
を
…
…
彼
ら
が
永
遠
に
ポ
ポ
ロ
の
ソ
キ
エ
タ
ス
成
員
で
あ
り
、
カ
ザ
ー
レ
の
ポ
ポ
ロ
で
あ
る
よ
う
に
し
て
…
…
ポ
ポ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

ロ
の
規
約
と
法
の
形
式
に
従
っ
て
あ
ら
ゆ
る
権
利
が
維
持
さ
れ
る
よ
う
に
し
て
迎
え
入
れ
た
。
」
と
あ
る
。
こ
こ
で
は
カ
ザ
ー
レ
と
フ
ラ
ッ
シ

ネ
ー
ト
の
領
民
の
間
に
差
は
認
め
れ
な
い
。

　
カ
ザ
ー
レ
は
対
内
的
・
対
外
的
に
国
家
的
機
能
を
行
使
し
、
大
き
な
自
立
性
と
実
力
を
持
つ
が
、
領
主
的
大
都
市
と
は
原
理
を
異
に
す
る
共

同
体
で
あ
る
と
意
え
る
だ
ろ
う
。
従
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
共
同
体
に
お
け
る
紛
争
の
展
開
に
は
、
都
市
の
そ
れ
と
は
異
な
る
よ
り
在
地
的
意
義

と
特
徴
が
確
認
さ
れ
う
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
以
下
で
は
こ
の
点
を
具
体
的
な
紛
争
の
検
討
を
通
じ
て
考
察
し
て
行
き
た
い
。

52　（230）

①
O
き
。
冨
炉
卸
○
臣
ω
§
三
一
昆
象
①
毒
ロ
象
9
ω
幕
”
。
。
住
§
Φ
富
象
臥
。
器

　
臼
多
義
v
冒
℃
6
窪
鼠
き
＼
Ω
．
ω
Φ
「
α
Q
く
》
昌
》
．
ω
㊦
三
訂
ゆ
。
自
費
き
讐
O
N
ミ
ミ
§
ミ

　
9
ミ
馬
§
、
懸
、
ミ
。
ミ
ミ
閑
賜
§
N
♪
≧
Φ
ω
ω
野
景
p
お
圃
。
。
も
唱
．
り
・
。
め
伊

②
0
9
箒
く
鼠
ρ
目
」
μ
戸
δ
置
戸
．
b
。
ω
「

③
O
き
。
鑓
p
℃
‘
。
℃
b
飼
．
や
H
O
日

④
農
村
共
同
体
条
例
の
一
般
的
特
徴
に
つ
い
て
は
、
＜
費
p
巳
巳
b
．
該
‘
ピ
㌶
茜
饒
脚

　
臥
。
屋
。
。
翼
三
践
ゆ
匹
亀
①
＜
聾
Φ
聾
⑦
ヨ
訂
嵩
p
鮎
ψ
⑦
め
広
¢
・
葺
。
8
曄
。
Φ
δ

　
ω
聾
祭
。
号
穿
く
匿
Φ
即
Φ
白
σ
窪
餌
ω
巷
豊
。
話
傷
Φ
＝
ま
。
。
坤
孤
疑
9
賊
笥
ミ
§
譜
§

　
§
ミ
b
尊
・
§
ぎ
ミ
砺
§
ミ
ミ
ミ
賦
爵
軍
○
。
箒
。
・
Φ
（
帥
2
昼
量
w
潮
お
p
ヨ
p

　
お
¢
♪
署
」
ω
『
①
鱒
○
聞
ぎ
ぎ
詑
ρ
》
箕
。
℃
。
ω
ぎ
象
G
。
§
象
①
8
筥
帥
齢
け
旦
言

　
窟
。
思
信
日
臣
g
8
。
邑
p
O
目
号
竃
口
。
＄
ω
集
Φ
。
・
翼
巴
N
帥
。
昌
乙
亀
Φ
8
導
雪
臨

　
き
p
霞
訂
話
器
｝
響
号
彰
巴
帥
。
Φ
く
0
5
謬
審
a
ρ
㌶
《
ξ
6
訟
§
象
8
識
8
識
§
Φ
轟

　
6
㊤
9
薯
」
謡
山
旨
．

⑤
ω
Φ
軽
”
P
O
財
ω
翼
慈
。
帥
6
。
効
｝
Φ
鍮
8
塁
Φ
ω
箕
⑦
ω
ω
δ
器
匙
一
9
鴛
。
ロ
。
邑
効

　
巨
ぎ
鼠
。
鵠
『
貯
琶
8
臼
信
器
昌
8
躍
び
費
P
旦
9
執
恥
ミ
縣
§
ミ
§
ミ
馬

　
§
暮
、
ミ
β
ε
・
窪
‘
署
．
甲
ω
O
昌

＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠
9
二
§
§
ミ
9
鷺
貯
§
慧
、
“
§
。
讐
。
我
」
■

蚤
年
‘
。
巷
．
メ

寡
少
B
や
。
。
“
り
．

塗
匹
‘
g
℃
」
H

塗
匹
．
ら
巷
」
G
。
’

筐
匹
；
B
℃
■
・
。
心
．

ま
匹
‘
o
巷
．
置
。
。
昌

筐
匹
」
。
帥
唱
」
お
．

ま
畠
‘
8
や
・
。
鐸

9
藷
§
議
魯
p
回
μ
署
』
ω
？
卜
。
ω
刈
．



⑯
筐
氏
‘
p
｝
ρ
で
．
ひ
。
ω
刈
■

⑰
薫
ら
‘
p
b
。
G
。
も
■
b
。
倉

⑱
9
ニ
ミ
§
ミ
9
防
寒
§
爵
、
ミ
ぶ
8
℃
．
＝
伊

⑲
9
器
く
践
ρ
p
・
。
幽
も
。
』
心
㎝
歯
蒔
①
層

中世北イタリア《準都市》共同体の形成と発展（佐藤）

第
三
章

村
落
間
紛
争
と
共
同
体
形
成

　
1
…
カ
ザ
ー
レ
と
パ
チ
リ
ア
ー
ノ
の
紛
争

　
第
㏄
章
で
見
た
よ
う
に
、
カ
ザ
ー
レ
の
強
化
と
拡
大
の
一
因
と
な
っ
た
重
要
な
出
来
事
に
カ
ザ
ー
レ
と
そ
の
隣
接
集
落
パ
チ
リ
ア
ー
ノ
の
合

併
事
業
が
あ
る
。
だ
が
こ
の
パ
チ
リ
ア
ー
ノ
は
カ
ザ
ー
レ
と
敵
対
す
る
ヴ
ェ
ル
チ
ェ
ッ
リ
や
ミ
ラ
ノ
の
同
盟
に
参
加
し
て
い
た
上
に
、
ミ
ラ
ノ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

の
聖
ア
ン
ブ
ロ
ー
ジ
ョ
修
道
院
と
封
建
関
係
も
結
ん
で
い
る
。
事
実
パ
チ
リ
ア
ー
ノ
が
受
け
た
破
壊
は
、
カ
ザ
ー
レ
の
場
合
と
は
逆
に
、
ブ

リ
ー
ド
リ
ヒ
ニ
世
に
よ
っ
て
反
逆
へ
の
罰
と
し
て
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
と
言
わ
れ
、
同
皇
帝
に
よ
っ
て
こ
の
合
併
に
承
認
が
与
え
ら
れ
た

の
は
一
二
四
八
年
に
な
っ
て
よ
う
や
く
の
こ
と
で
あ
る
。

　
合
併
前
、
パ
チ
リ
ア
ー
ノ
は
、
カ
ザ
ー
レ
と
ヴ
ェ
ル
チ
ェ
ッ
リ
と
の
戦
闘
に
際
し
て
は
常
に
ヴ
ェ
ル
チ
ェ
ッ
リ
に
加
勢
し
て
い
た
。
従
っ
て

カ
ザ
ー
レ
と
パ
チ
リ
ア
ー
ノ
の
間
に
は
実
際
の
軍
事
力
を
行
使
し
た
戦
闘
が
闘
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
大
都
市
間
の
戦
争
と
の
結
び

つ
き
に
よ
っ
て
被
害
と
加
害
の
関
係
を
常
に
更
新
・
拡
大
す
る
傾
向
を
伴
っ
て
い
た
。
そ
の
よ
う
な
二
集
落
の
合
併
の
背
景
に
は
ど
の
よ
う
な

条
件
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
以
下
で
は
、
合
併
に
先
立
つ
時
期
の
両
集
落
の
関
係
を
、
一
二
世
紀
末
葉
か
ら
；
一
世
紀
の
初
頭
に
か
け
て
教

会
を
中
心
に
闘
わ
れ
た
長
い
係
争
を
通
し
て
検
討
し
て
み
よ
う
。

（
1
）
紛
争
の
展
開

問
題
の
紛
争
は
ヴ
ェ
ル
チ
ェ
ッ
リ
の
司
教
法
廷
で
争
わ
れ
た
、
カ
ザ
ー
レ
の
サ
ン
・
エ
ヴ
ァ
ジ
国
教
会
と
パ
チ
リ
ア
ー
ノ
の
サ
ン
・
ジ
ェ
ル

マ
ー
ノ
教
会
の
問
の
従
属
関
係
を
め
ぐ
る
も
の
で
あ
り
、
争
い
の
過
程
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。
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一
一
八
八
年
、
ヴ
ェ
ル
チ
ェ
ッ
リ
司
教
ア
ル
ベ
ル
ト
の
法
廷
に
訴
訟
が
持
ち
込
ま
れ
る
。
カ
ザ
ー
レ
教
会
側
の
聖
堂
参
事
会
は
、
パ
チ
リ

ア
ー
ノ
教
会
は
完
全
に
カ
ザ
ー
レ
教
会
に
従
属
し
て
い
る
こ
と
を
主
張
し
た
。
対
し
て
パ
チ
リ
ア
ー
ノ
教
会
側
は
、
テ
ィ
ト
ゥ
ル
ス
（
藻
巳
器

1
1
小
教
会
）
と
し
て
正
式
に
カ
ザ
ー
レ
教
会
に
従
属
し
た
こ
と
は
か
っ
て
～
度
も
な
い
と
主
張
。
そ
の
証
拠
と
し
て
カ
ザ
ー
レ
教
会
と
の
協
定

文
書
を
持
ち
出
し
た
。
こ
の
協
定
は
か
つ
て
教
皇
ル
キ
ウ
ス
三
世
に
よ
る
承
認
も
得
て
い
た
も
の
だ
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
司
教
は
パ
チ
リ

ア
ー
ノ
教
会
の
言
い
分
を
認
め
、
パ
チ
リ
ア
ー
ノ
の
人
々
は
幼
児
洗
礼
に
際
し
て
は
カ
ザ
ー
レ
教
会
に
赴
か
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
そ
の
洗
礼
用

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

の
費
用
の
負
担
を
免
除
す
る
裁
定
を
言
い
渡
し
た
。

　
カ
ザ
ー
レ
教
会
側
は
こ
れ
を
不
満
と
し
、
教
皇
に
上
訴
し
た
が
、
二
審
で
も
ヴ
ェ
ル
チ
ェ
ッ
リ
司
教
の
裁
定
が
有
効
と
さ
れ
、
上
訴
は
棄
却

　
　
③

さ
れ
た
。
こ
こ
で
問
題
は
｝
度
解
決
し
た
か
に
見
え
た
が
、
＝
一
〇
五
年
、
パ
チ
リ
ア
ー
ノ
教
会
が
カ
ザ
ー
レ
と
協
定
し
た
義
務
を
果
た
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

い
な
い
と
い
う
こ
と
を
知
っ
た
教
皇
イ
ン
ノ
ケ
ン
テ
ィ
ウ
ス
三
世
が
、
次
期
ヴ
ェ
ル
チ
ェ
ッ
リ
司
教
ロ
タ
リ
オ
に
こ
の
問
題
の
解
決
を
命
じ
た
。

こ
れ
に
対
し
て
パ
チ
リ
ア
ー
ノ
側
は
、
平
和
へ
の
愛
の
た
め
に
カ
ザ
ー
レ
は
既
に
全
て
の
権
利
を
放
棄
し
、
協
定
し
た
、
と
主
張
し
た
。
カ

ザ
ー
レ
側
は
パ
チ
リ
ア
ー
ノ
の
主
張
を
否
定
。
パ
チ
リ
ア
ー
ノ
は
、
そ
の
協
定
を
完
全
に
承
認
す
る
内
容
の
ケ
レ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
三
世
の
勅
書
を

示
し
て
反
論
し
た
。
今
度
の
パ
チ
リ
ア
ー
ノ
の
主
張
に
対
し
て
は
、
司
教
ロ
タ
リ
オ
が
疑
問
を
呈
し
ロ
ー
マ
に
訴
え
た
。
協
定
文
書
の
調
査
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

実
施
し
た
イ
ン
ノ
ケ
ン
テ
ィ
ウ
ス
三
世
紀
、
一
二
〇
七
年
一
月
、
こ
の
文
書
を
偽
造
と
断
定
。
ロ
タ
リ
オ
は
イ
ン
ノ
ケ
ン
テ
ィ
ウ
ス
の
判
断
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

受
け
て
、
偽
文
書
が
提
出
さ
れ
る
以
前
の
ヴ
ェ
ル
チ
ェ
ッ
リ
司
教
の
裁
定
（
＝
八
八
）
を
再
確
認
し
た
。

　
し
か
し
パ
チ
リ
ア
ー
ノ
側
は
こ
れ
に
も
従
わ
な
か
っ
た
た
め
、
一
二
〇
七
年
四
月
、
直
面
リ
オ
は
聖
土
曜
日
の
洗
礼
に
は
カ
ザ
ー
レ
に
赴
く
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

と
い
う
決
定
に
従
わ
な
け
れ
ば
破
門
に
処
す
と
宣
告
し
た
。
イ
ン
ノ
ケ
ン
テ
ィ
ウ
ス
三
世
も
ロ
タ
リ
オ
の
決
定
を
承
認
。
そ
の
後
＝
＝
0
年

五
月
、
カ
ザ
ー
レ
側
が
、
パ
チ
リ
ア
ー
ノ
は
ほ
と
ん
ど
破
門
に
処
せ
ら
れ
て
い
な
が
ら
聖
務
を
行
使
し
て
い
る
の
は
不
正
で
あ
る
、
と
し
て
告

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

訴
す
る
。
今
度
は
パ
ヴ
ィ
ー
ア
司
教
が
、
一
一
八
八
年
の
裁
定
を
再
度
確
認
し
て
両
者
を
訴
訟
か
ら
解
放
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

　
だ
が
パ
チ
リ
ア
ー
ノ
は
な
お
幼
児
洗
礼
の
た
め
に
カ
ザ
ー
レ
に
赴
く
こ
と
を
拒
否
し
続
け
、
＝
＝
○
年
六
月
破
門
に
処
さ
れ
た
。
こ
こ
に

54　（232）



中世北イタリア《準都市》共同体の形成と発展（佐藤）

至
っ
て
一
二
～
一
年
、
カ
ザ
ー
レ
の
聖
堂
参
事
会
と
コ
ム
ー
ネ
の
コ
ン
ス
ル
達
は
、
パ
チ
リ
ア
ー
ノ
教
会
に
関
す
る
彼
ら
の
権
限
を
決
し
て
譲

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

り
渡
さ
な
い
こ
と
を
誓
約
す
る
。
こ
れ
に
対
す
る
報
復
と
し
て
、
パ
チ
リ
ア
ー
ノ
の
人
々
は
カ
ザ
ー
レ
の
飼
料
を
差
し
押
さ
え
る
。
そ
し
て
な

お
反
論
を
繰
り
返
し
た
。
内
容
は
「
パ
チ
リ
ア
ー
ノ
か
ら
カ
ザ
ー
レ
に
幼
児
を
運
ん
で
い
く
こ
と
は
で
き
な
い
。
道
の
り
が
あ
ま
り
に
長
く
、

ま
た
道
も
悪
く
危
険
で
あ
る
か
ら
だ
」
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
、
カ
ザ
ー
レ
の
参
事
会
員
達
も
ヴ
ェ
ル
チ
ェ
ッ
リ
司
教
か
ら
破
門
を

受
け
て
い
る
、
と
し
て
逆
提
訴
し
た
。
～
二
＝
一
年
、
イ
ン
ノ
ケ
ン
テ
ゥ
ウ
ス
三
世
は
、
ト
リ
ー
ノ
司
教
と
ヴ
ェ
ル
チ
ェ
ッ
リ
司
教
、
ル
チ
ェ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

デ
ィ
オ
修
道
院
長
に
公
正
な
協
定
が
両
者
の
問
に
実
現
す
る
よ
う
取
り
計
ら
い
を
委
任
。
こ
れ
以
後
の
紛
争
の
展
開
は
史
料
に
見
え
な
い
。

　
こ
の
紛
争
は
一
見
し
て
明
ら
か
な
教
区
の
権
限
争
い
で
あ
る
。
パ
チ
リ
ア
ー
ノ
教
会
側
は
、
自
ら
が
カ
ザ
ー
レ
教
会
の
早
書
器
で
あ
る
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

と
を
否
定
し
て
い
た
。
轟
け
巳
蕊
は
秘
蹟
権
も
十
分
の
一
角
徴
収
権
も
持
た
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
両
教
会
の
こ
れ
ら
の
権
限
を
巡
る

争
い
が
あ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
く
、
そ
の
よ
う
な
状
況
を
引
き
起
こ
す
背
景
と
し
て
、
教
会
所
領
の
構
造
変
化
と
そ
れ
に
伴
う
小
教
区
独
立

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

の
動
き
が
あ
っ
た
こ
と
は
確
実
で
あ
る
。
リ
パ
ン
テ
ィ
の
研
究
に
よ
れ
ば
、
聖
エ
ヴ
ァ
ジ
オ
教
会
に
も
、
経
営
合
理
化
の
た
め
に
所
領
の
～
円

化
を
目
指
す
傾
向
が
見
ら
れ
た
が
、
一
二
世
紀
か
ら
＝
二
世
紀
初
頭
に
か
け
て
の
困
難
な
時
期
に
お
い
て
は
、
こ
の
努
力
が
効
を
奏
し
た
と
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

言
い
が
た
い
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
紛
争
は
、
旧
来
の
教
区
教
会
と
、
そ
の
困
難
に
乗
じ
て
独
立
を
目
指
す
小
教
会
と
の
問
の
紛
争
の
一
事
例
で

あ
る
と
言
え
よ
う
。
従
っ
て
こ
こ
に
は
、
小
教
区
教
会
を
中
心
と
す
る
隣
人
団
体
匪
共
同
体
形
成
の
動
き
が
伴
っ
て
い
た
こ
と
も
容
易
に
想
像

さ
れ
る
。

　
よ
っ
て
紛
争
の
当
事
者
は
教
会
で
あ
る
が
、
注
目
す
べ
き
こ
と
は
、
パ
チ
リ
ア
ー
ノ
側
の
係
争
主
体
に
当
初
か
ら
「
コ
ム
ー
ネ
」
が
含
ま
れ

て
お
り
、
世
俗
の
組
織
で
あ
る
コ
ム
ー
ネ
が
こ
の
問
題
に
積
極
的
に
関
与
し
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
一
一
一
〇
七
年
、
イ
ン
ノ
ケ
ン
テ
ィ
ウ
ろ
二

世
が
ヴ
ェ
ル
チ
ェ
ッ
リ
司
教
ロ
タ
リ
オ
の
裁
定
を
確
認
し
た
文
書
に
お
い
て
は
、
「
汝
ら
（
聖
エ
ヴ
ァ
ジ
オ
教
会
の
参
事
会
）
と
パ
チ
リ
ア
ー
ノ
の

教
会
及
び
コ
ム
ー
ネ
と
の
問
に
問
題
が
争
わ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
の
幼
児
洗
礼
と
そ
の
他
の
条
項
に
関
し
て
」
と
、
パ
チ
リ
ア
ー
ノ
の
コ
ム
ー
ネ

が
係
争
馬
体
と
し
て
明
記
さ
れ
て
い
勧
・
一
三
〇
年
パ
ヴ
ィ
ア
司
教
が
裁
定
を
下
し
た
時
の
文
書
に
は
・
カ
ザ
ー
レ
教
会
側
か
ら
提
出
さ
れ
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た
文
書
が
引
用
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
こ
に
も
、
「
私
、
カ
ザ
ー
レ
の
主
翼
ヴ
ァ
ジ
オ
教
会
の
宗
徒
で
あ
り
代
表
で
あ
る
ペ
ト
ロ
は
…
…
洗
礼
の

た
め
に
そ
の
幼
児
達
を
カ
ザ
ー
レ
の
聖
エ
ヴ
ァ
ジ
オ
教
会
に
送
る
こ
と
を
拒
否
し
て
い
る
パ
チ
リ
ア
ー
ノ
の
人
々
ま
た
は
コ
ム
ー
ネ
に
つ
い
て

訴
え
ま
す
…
…
」
と
、
こ
こ
に
も
パ
チ
リ
ア
ー
ノ
の
コ
ム
ー
ネ
の
明
記
が
あ
り
、
当
事
者
間
で
も
明
確
に
コ
ム
ー
ネ
が
主
体
と
し
て
意
識
さ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
一
方
の
カ
ザ
ー
レ
側
で
も
、
コ
一
＝
年
に
は
「
コ
ム
ー
ネ
」
と
聖
堂
参
事
会
が
～
致
し
て
誓
約
が
行
わ
れ
る
に
至

っ
て
い
る
。
誓
約
文
に
は
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

　
　
　
「
…
…
カ
ザ
ー
レ
・
サ
ン
・
エ
ヴ
ァ
ジ
オ
の
大
コ
ン
ス
ル
達
…
…
そ
の
他
多
く
の
評
議
会
員
と
多
く
の
そ
の
他
の
人
々
…
…
は
、
聖
な
る
神
の
福
音
書
に

　
　
か
け
て
誓
約
し
た
。
す
な
わ
ち
彼
ら
は
、
い
つ
い
か
な
る
時
に
も
、
パ
チ
リ
ア
ー
ノ
の
聖
ジ
ェ
ル
マ
ー
ノ
教
会
の
聖
職
者
た
ち
と
は
、
そ
の
教
会
や
、
パ

　
　
チ
リ
ア
ー
ノ
の
人
々
や
領
民
の
名
に
お
い
て
、
洗
礼
問
題
に
関
し
て
も
、
ま
た
そ
の
他
上
述
の
聖
ジ
ェ
ル
マ
ー
ノ
教
会
に
関
す
る
諸
規
定
に
関
し
て
も
、

　
　
上
述
の
カ
ザ
ー
レ
の
聖
エ
ヴ
ァ
ジ
オ
教
会
、
あ
る
い
は
そ
の
参
事
会
員
た
ち
に
…
…
そ
の
教
会
の
名
に
お
い
て
、
平
和
や
協
定
や
降
伏
や
赦
免
を
な
さ
な

　
　
い
。
加
え
て
彼
ら
は
、
聖
エ
ヴ
ァ
ジ
オ
教
会
の
参
事
会
員
達
が
…
…
そ
の
誓
約
を
守
り
保
持
す
べ
く
、
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
助
力
と
助
言
を
な
す
と
い
う
こ

　
　
と
、
ま
た
こ
れ
ら
の
コ
ン
ス
ル
達
と
す
べ
て
の
俗
人
た
ち
に
関
し
て
も
同
様
に
す
る
こ
と
、
そ
し
て
参
事
会
員
で
あ
れ
俗
人
で
あ
れ
、
こ
の
誓
約
に
は
永

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

　
　
遠
に
決
し
て
反
し
な
い
こ
と
を
。
」

　
又
、
教
会
裁
判
が
進
展
し
て
い
る
旭
区
に
、
背
後
で
は
度
重
な
る
暴
力
事
件
が
勃
発
し
て
い
た
こ
と
を
窺
わ
せ
る
記
述
も
あ
る
。
イ
ン
ノ
ケ

ン
テ
ィ
ウ
ス
三
世
に
よ
っ
て
偽
文
書
と
断
定
さ
れ
た
ケ
レ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
三
世
の
勅
書
中
に
は
、
次
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
。

　
　
　
「
聖
ジ
ェ
ル
マ
ー
ノ
教
会
の
名
の
も
と
に
あ
る
汝
（
パ
チ
リ
ア
ー
ノ
）
と
、
カ
ザ
！
レ
教
会
と
の
間
に
、
汝
に
同
（
カ
ザ
ー
レ
）
教
会
が
要
求
し
た
服
従

　
　
に
関
し
て
紛
争
が
争
わ
れ
た
が
故
に
、
多
く
の
血
が
流
れ
、
少
な
か
ら
ぬ
殺
人
が
果
た
さ
れ
、
わ
ず
か
と
は
言
え
ぬ
費
用
が
か
け
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
⑳

　
　
…
…
」

　
偽
文
書
で
あ
る
以
上
、
記
述
の
す
べ
て
が
真
実
で
あ
る
と
は
言
え
な
い
。
し
か
し
こ
の
記
述
は
カ
ザ
ー
レ
教
会
が
権
利
を
放
棄
し
た
こ
と
を

事
実
と
し
て
主
張
す
る
根
拠
と
し
て
十
分
に
説
得
的
な
も
の
と
し
て
書
か
れ
た
は
ず
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
紛
争
が
周
知
の
事
実
で
あ
っ
た
か
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ら
こ
そ
、
同
様
の
記
述
が
可
能
だ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
一
二
～
一
年
に
は
パ
チ
リ
ア
ー
ノ
の
人
々
に
よ
る
飼
料
差
し
押
さ
え
の
報
復
も
あ
る
。
さ
ら
に
＝
＝
四
年
、
カ
ザ
ー
レ
側
に
よ
る
パ
チ
リ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

ア
ー
ノ
の
司
祭
の
監
禁
・
投
獄
事
件
も
発
生
し
て
い
る
。
こ
の
事
件
を
知
っ
た
ヴ
ェ
ル
チ
ェ
ッ
リ
の
聖
堂
参
事
会
は
カ
ザ
ー
レ
に
対
し
て
破
門

の
脅
し
を
も
っ
て
警
告
を
発
し
て
し
た
が
、
カ
ザ
ー
レ
側
は
聞
き
入
れ
ず
、
結
局
聖
職
者
と
ポ
デ
ス
タ
・
評
議
会
員
の
全
員
が
破
門
に
処
さ
れ

て
い
る
。
い
ず
れ
も
こ
の
係
争
が
法
糟
糠
の
暴
力
行
使
や
強
硬
手
段
へ
の
訴
え
と
接
続
し
な
が
ら
継
続
し
て
い
た
こ
と
を
示
す
と
言
え
よ
う
。

教
会
裁
判
の
法
廷
で
争
わ
れ
明
ら
か
に
な
る
も
の
は
、
紛
争
全
体
の
ご
く
一
部
に
す
ぎ
ず
、
法
廷
外
で
は
暴
力
紛
争
と
も
連
結
し
て
い
た
の
で

あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
エ
ス
カ
レ
ー
ト
す
る
紛
争
を
損
っ
て
い
た
の
は
、
聖
界
所
領
の
経
営
難
を
背
景
と
し
て
、
小
教
区
を
中
心
に
新
た
に
ま
と
ま
っ

た
新
共
同
体
で
あ
っ
た
。
換
言
す
れ
ば
、
ロ
ー
カ
ル
社
会
に
紛
争
が
展
開
す
る
前
提
と
な
っ
た
も
の
は
、
所
領
構
造
の
変
化
と
そ
れ
に
伴
う
共

同
体
再
編
に
他
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

（
2
）
　
地
域
と
紛
争
の
主
体

　
右
で
は
カ
ザ
ー
レ
も
パ
チ
リ
ア
ー
ノ
も
コ
ム
ー
ネ
と
し
て
結
集
し
、
小
教
区
教
会
を
中
心
に
暴
力
を
伴
う
紛
争
に
も
臨
ん
で
い
た
こ
と
が
明

ら
か
に
な
っ
た
。
と
こ
ろ
が
一
方
で
、
い
ず
れ
の
集
落
も
内
部
に
も
深
刻
な
分
裂
が
あ
っ
た
こ
と
が
、
い
く
つ
か
の
史
料
に
は
示
さ
れ
て
い
る
。

カ
ザ
ー
レ
に
つ
い
て
は
一
三
世
紀
以
降
に
何
度
か
内
部
に
党
派
抗
争
が
生
じ
た
こ
と
が
記
録
さ
れ
て
お
り
、
一
方
パ
チ
リ
ア
ー
ノ
に
関
し
て
は
、

一
二
一
九
年
、
内
戦
が
発
生
し
収
束
し
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

　
こ
の
内
戦
に
つ
い
て
語
る
史
料
は
一
二
一
九
年
七
月
に
作
成
さ
れ
た
｝
枚
の
休
戦
協
定
の
み
で
あ
る
。
開
戦
に
い
た
っ
た
直
接
的
な
動
機
も

明
ら
か
で
は
な
い
が
、
と
も
か
く
パ
チ
リ
ア
ー
ノ
の
人
々
の
間
に
二
つ
の
党
派
が
形
成
さ
れ
て
戦
闘
が
繰
り
広
げ
ら
れ
、
ヴ
ェ
ル
チ
ェ
ッ
リ
の

有
力
市
毘
ロ
ジ
ェ
リ
オ
・
デ
・
ボ
ン
ド
ノ
と
ア
ル
デ
ィ
ッ
チ
ョ
・
ア
ッ
ヴ
ォ
カ
ー
テ
イ
の
仲
介
に
よ
っ
て
両
派
の
問
に
休
戦
が
実
現
し
た
こ
と
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が
こ
こ
か
ら
分
か
る
。
両
派
は
そ
れ
ぞ
れ
パ
チ
リ
ア
ー
ノ
「
内
部
」
膨
巳
房
Φ
＄
の
党
派
、
パ
チ
リ
ア
！
ノ
「
外
部
」
Φ
ω
鼠
蕊
Φ
＄
の
党
派
と

呼
ば
れ
て
お
り
、
そ
れ
ぞ
れ
が
近
隣
の
封
建
貴
族
を
「
ポ
デ
ス
タ
」
と
し
て
代
表
者
に
立
て
て
い
た
。
「
外
部
」
派
の
ポ
デ
ス
タ
は
オ
ッ
チ
ミ

ア
ー
ノ
候
マ
ン
フ
レ
ー
ド
、
「
内
部
」
派
の
ポ
デ
ス
タ
は
オ
ッ
ト
ボ
ー
ノ
・
デ
・
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
で
あ
っ
た
。
両
者
と
も
ヴ
ェ
ル
チ
ェ
ッ
リ
市

民
で
あ
る
。

　
文
中
に
は
次
の
よ
う
な
条
文
が
あ
る
。

　
　
　
・
「
…
…
マ
ン
フ
レ
ー
ド
殿
と
パ
チ
リ
ア
ー
ノ
外
部
の
人
々
と
そ
の
党
派
の
者
は
皆
、
オ
ッ
ト
ボ
ー
ノ
殿
も
パ
チ
リ
ア
ー
ノ
（
内
部
）
の
人
々
も
そ
の
党

　
　
　
派
も
攻
撃
し
な
い
。
…
…
外
部
の
パ
チ
リ
ア
ー
ノ
の
人
々
は
、
自
身
も
、
ま
た
パ
チ
リ
ア
ー
ノ
の
城
塞
内
部
に
い
る
そ
の
配
下
の
者
も
、
ポ
デ
ス
タ
あ

　
　
　
る
い
は
レ
ク
ト
ー
ル
の
命
令
な
し
に
は
、
同
城
塞
や
そ
の
隣
接
地
に
は
滞
在
し
て
も
居
住
し
て
も
入
っ
て
も
な
ら
ず
、
も
し
あ
る
と
し
て
も
そ
こ
の
保

　
　
　
有
地
に
戻
っ
て
も
な
ら
な
い
。
」

　
内
戦
の
結
果
と
し
て
「
外
部
」
側
の
人
々
は
パ
チ
リ
ア
ー
ノ
か
ら
追
放
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
事
実
、
当
時
の
諸
都
市
コ
ム
ー
ネ
で
は
、

し
ば
し
ば
党
派
抗
争
の
結
果
一
方
の
党
派
が
市
外
追
放
を
受
け
て
い
た
が
、
こ
の
非
追
放
者
の
集
団
は
8
日
毒
Φ
Φ
ω
録
霧
①
。
。
毎
ヨ
と
呼
ば
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

る
独
自
の
組
織
を
形
成
し
て
い
た
。
パ
チ
リ
ア
ー
ノ
の
二
党
派
も
そ
の
一
事
例
で
あ
ろ
う
。

　
そ
れ
ぞ
れ
の
党
派
を
特
徴
付
け
る
も
の
は
何
だ
ろ
う
か
。
休
戦
協
定
は
「
外
部
」
派
の
追
放
を
承
認
す
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
そ
の
仲
裁
を

し
た
二
名
は
い
ず
れ
も
グ
ェ
ル
フ
ィ
の
有
力
ヴ
ェ
ル
チ
ェ
ッ
リ
市
民
で
あ
る
。
ま
た
、
「
外
部
」
側
の
人
々
と
「
内
部
」
側
の
人
々
は
そ
れ
ぞ

れ
に
、
ヴ
ェ
ル
チ
ェ
ッ
リ
の
貴
族
で
あ
る
ポ
デ
ス
タ
以
外
に
も
自
派
の
人
物
二
人
ず
つ
の
名
前
を
挙
げ
、
休
戦
を
遵
守
す
べ
き
こ
と
を
ポ
デ
ス

タ
と
と
も
に
誓
約
さ
せ
て
い
る
。
こ
の
四
人
の
代
表
が
実
質
上
の
リ
ー
ダ
ー
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
「
外
部
」
側
の
代
表
は
ル
フ
ィ
ー
ノ
・

ル
ー
ポ
と
ニ
コ
ラ
オ
・
デ
・
チ
ェ
ッ
ラ
、
「
内
部
」
側
は
ア
ス
ク
レ
リ
オ
・
デ
・
ド
ン
ナ
・
ベ
ル
タ
と
グ
イ
ド
・
カ
ー
ネ
で
あ
る
。

　
ア
ス
ク
レ
リ
オ
・
デ
・
ド
ン
ナ
・
ベ
ル
タ
の
名
前
は
、
内
戦
の
五
年
前
の
一
二
～
四
年
、
パ
チ
リ
ア
ー
ノ
が
ヴ
ェ
ル
チ
ェ
ッ
リ
と
同
盟
を
結

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

ん
だ
時
の
協
定
文
中
に
見
え
る
。
「
内
部
」
派
の
彼
は
同
時
期
の
パ
チ
リ
ア
ー
ノ
の
コ
ム
ー
ネ
の
指
導
者
で
あ
り
、
当
時
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
ニ
世
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に
対
抗
し
て
い
た
ヴ
ェ
ル
チ
ェ
ッ
リ
と
の
同
盟
を
推
進
す
る
役
割
を
果
た
し
て
い
た
。

　
こ
れ
に
対
し
て
ル
フ
ィ
ー
ノ
・
ル
ー
ポ
の
側
は
、
カ
ザ
ー
レ
の
コ
ン
ス
ル
と
し
て
登
場
し
て
い
る
。
彼
は
＝
＝
一
年
、
教
会
の
紛
争
で
教

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

会
と
コ
ム
ー
ネ
が
結
束
し
て
パ
チ
リ
ア
ー
ノ
と
対
抗
す
る
こ
と
を
誓
約
し
た
時
の
「
大
コ
ン
ス
ル
」
の
一
入
で
あ
っ
た
。
同
年
　
二
月
に
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

カ
ザ
ー
レ
の
堀
に
近
接
し
た
土
地
を
カ
ザ
ー
レ
教
会
に
売
却
も
し
て
い
る
。
「
外
部
」
派
の
ル
フ
イ
ー
ノ
は
カ
ザ
ー
レ
に
土
地
を
保
有
し
、
カ

ザ
ー
レ
教
会
と
関
係
を
保
ち
、
要
職
に
も
就
い
た
カ
ザ
ー
レ
の
人
間
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
ル
フ
ィ
ー
ノ
・
ル
ー
ポ
の
存
在
は
集
落
合
同
以
前
に
カ
ザ
ー
レ
と
パ
チ
リ
ア
ー
ノ
の
間
に
既
に
あ
っ
た
指
導
層
レ
ベ
ル
で
の
人
的
交
流

と
、
二
集
落
に
ま
た
が
る
党
派
的
集
団
の
存
在
を
推
測
さ
せ
る
。
こ
こ
で
パ
チ
リ
ア
ー
ノ
の
党
派
の
構
成
員
を
後
の
カ
ザ
ー
レ
の
党
派
抗
争
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

そ
れ
と
比
較
し
て
み
る
と
興
味
深
い
事
実
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。
パ
チ
リ
ア
ー
ノ
の
「
内
部
」
派
に
は
グ
イ
ド
・
カ
ー
ネ
始
め
カ
ー
ネ
姓

及
び
デ
・
ポ
ン
チ
姓
を
持
つ
人
々
が
多
数
見
受
け
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
姓
は
そ
の
ま
ま
～
四
世
紀
初
頭
の
カ
ザ
ー
レ
の
「
外
部
」
派
、
後
に

「
上
部
」
派
、
又
は
カ
ー
ネ
・
ト
ゥ
ル
テ
派
と
呼
ば
れ
る
党
派
の
構
成
員
と
重
な
っ
て
い
る
。
従
っ
て
二
集
落
の
党
派
抗
争
は
連
結
し
て
展
開

し
て
い
た
の
で
あ
る
。
先
の
係
争
で
は
教
会
の
法
廷
闘
争
が
地
域
と
密
接
な
繋
が
り
を
持
ち
、
法
廷
外
で
も
展
開
し
て
い
た
様
子
を
見
た
。
だ

が
こ
れ
ら
の
地
域
を
人
的
要
素
か
ら
見
れ
ば
、
決
し
て
二
つ
の
コ
ム
ー
ネ
に
二
分
さ
れ
ず
、
両
集
落
に
ま
た
が
っ
て
活
動
す
る
一
定
数
の
人
間

の
つ
な
が
り
が
存
在
し
て
い
た
。
そ
し
て
そ
の
内
部
に
党
派
的
抗
争
が
展
開
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
こ
と
か
ら
は
、
以
下
の
よ
う
な
背
景
を
推
測
す
る
こ
と
が
出
来
る
だ
ろ
う
。
パ
チ
リ
ア
ー
ノ
と
そ
の
周
辺
に
は
、
多
数
の
カ
ザ
ー
レ
出

身
者
が
居
住
ま
た
は
権
利
保
有
し
て
お
り
、
そ
の
結
果
パ
チ
リ
ア
ー
ノ
に
対
す
る
カ
ザ
ー
レ
の
影
響
力
が
強
ま
っ
た
。
そ
れ
に
抵
抗
す
る
人
々

が
カ
ザ
ー
レ
と
敵
対
す
る
ヴ
ェ
ル
チ
ェ
ッ
リ
や
ミ
ラ
ノ
と
結
び
つ
き
、
紛
争
を
深
刻
化
さ
せ
た
。
＝
＝
九
年
の
内
戦
の
背
景
は
お
そ
ら
く
こ

の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
結
果
、
カ
ザ
ー
レ
と
強
く
結
び
つ
い
た
人
々
が
追
放
さ
れ
た
。
二
集
落
の
合
併
は
こ
れ
ら
の

追
放
者
と
カ
ザ
ー
レ
の
一
党
派
を
中
心
に
実
現
し
、
結
果
そ
の
対
立
党
派
は
カ
ザ
ー
レ
の
「
外
部
」
派
に
結
集
し
た
と
の
推
測
が
で
き
る
。

　
従
っ
て
、
二
集
落
の
合
併
そ
の
も
の
が
農
村
部
に
お
け
る
党
派
抗
争
の
独
自
の
展
開
の
一
過
程
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。
合
併
は
こ
の
よ
う
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な
ロ
ー
カ
ル
な
党
派
抗
争
を
一
つ
の
共
同
体
内
部
の
問
題
に
す
る
と
い
う
結
果
を
も
た
ら
し
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
拡
大
後
の
カ
ザ
ー
レ
は
、

内
部
の
党
派
へ
の
分
裂
と
そ
の
間
の
対
立
を
前
提
と
し
て
出
発
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
り
、
そ
の
調
整
機
関
と
し
て
の
共
同
体
機
構
及
び

君
主
と
の
関
係
が
発
達
し
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
農
村
部
で
独
自
に
有
力
な
党
派
の
結
集
が
進
み
、
そ
の
活
動
拠
点

と
な
る
共
同
体
が
拡
大
し
た
と
い
う
事
実
が
、
地
域
の
地
政
に
与
宜
た
影
響
は
大
き
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
カ
ザ
ー
レ
と
ほ
ぼ
同
時
期
の
イ
タ

リ
ア
で
は
、
広
範
な
地
域
に
同
様
の
農
村
共
同
体
が
出
現
す
る
。
カ
ザ
ー
レ
の
事
例
が
普
遍
性
を
持
ち
う
る
と
す
れ
ば
、
こ
れ
ら
の
共
同
体
形

成
を
農
村
部
に
お
け
る
党
派
抗
争
の
展
開
過
程
の
産
物
と
し
て
の
側
面
か
ら
も
理
解
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

で
は
、
こ
の
よ
う
な
農
村
部
の
党
派
抗
争
に
は
、
都
市
の
そ
れ
と
は
異
な
る
独
自
の
意
義
を
認
め
得
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は

以
下
第
四
章
で
、
抗
争
の
主
体
で
あ
っ
た
共
同
体
指
導
層
の
分
析
を
進
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
考
察
し
た
い
。

①
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」
8
一
ま
0
■

⑰
0
》
○
ρ
H
u
p
斜
や
嵩
O
．

⑱
○
》
O
ρ
H
る
’
刈
9
署
憶
￥
嵩
ω
．

⑲
O
＞
○
ρ
仙
』
．
G
。
㎝
三
．
お
伊

⑳
O
》
O
ρ
周
ヨ
■
賃
署
’
認
鳥
ω
．

⑳
H
し
u
菌
δ
9
δ
目
．
押
く
。
ピ
b
。
“
p
ω
①
ρ
署
』
①
や
ま
㎝
・

⑫
回
ヒ
d
蓉
δ
貫
8
日
．
N
く
9
．
卜
。
ヨ
．
①
ρ
℃
℃
」
ミ
山
・
。
b
。
’
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⑬
ρ
閃
器
。
戸
○
賦
α
q
費
。
駅
簿
①
8
件
愚
息
。
訂
H
ぎ
巴
①
9
梓
鐵
℃
践
き
Φ
h
田
鵠
×
日
Φ
鵠

　
×
H
＜
。
・
ぐ
0
8
｝
P
ぎ
画
2
鑓
象
卑
両
｝
N
P
O
■
閨
器
。
戸
郎
誌
緯
8
ミ
趣
貯
ミ
ミ
ミ
滝
亀
鴨
亀
翫

　
㌧
愚
。
貯
款
ミ
N
ミ
§
§
冨
s
§
§
、
貯
豊
嵩
O
ミ
§
ミ
賦
職
食
ミ
昏
N
ミ
鞄
ミ
ミ
ミ
ミ
ミ

　
勉
ミ
ミ
o
N
N
虹
題
糠
§
憩
、
、
鳴
N
℃
c
◎
ト
臥
ミ
N
ミ
駄
誉
亀
．
翻
ミ
ミ
。
亀
。
㌶
s
糠
ミ
。
・
鷺
ミ
一
§
職
＆
”

　
◎
ミ
§
ミ
腰
鉾
じ
d
o
一
〇
α
Q
ロ
帥
一
り
。
◎
《
噂
」
N
．

⑳
圏
田
ω
。
δ
9
δ
き
・
。
u
＜
。
囲
・
。
ヨ
マ
①
㎝
ら
℃
■
ご
？
＝
9

⑳
O
＞
O
P
屑
戸
G
。
伊
窓
レ
繊
山
鵯
．

⑳
○
》
O
ρ
押
p
。
。
メ
竈
］
。
。
。
。
山
ω
り
9

⑳
U
Φ
○
。
口
ρ
＜
．
気
9
月
8
．
蔓
．
も
］
。
。
メ
鼠
監
仙
Φ
淳
く
■
り
旨
ら
§
§
“
ミ
寒
§
ミ

　
ミ
ミ
轟
。
恥
§
蒸
。
日
9
＜
Φ
「
。
匹
＝
。
。
切
メ
唱
ワ
ミ
刈
山
。
。
・
。
一
ω
き
α
q
営
α
q
貫
じ
d
‘

　
o
℃
■
鼠
酔
．
甲
O
℃
．
一
2
－
障
ρ

第
四
章
中
世
農
村
集
落
に
お
け
る
紛
争
の
担
い
手

中世北イタリア《準都市》共同体の形成と発展（佑藤）

　
前
章
で
述
べ
た
よ
う
な
集
落
間
の
紛
争
と
交
流
を
支
え
て
い
た
の
は
、
ど
の
よ
う
な
人
間
集
団
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
人
的
基
盤
を
明

ら
か
に
す
る
こ
と
が
本
章
の
課
題
で
あ
る
。

　
ま
ず
は
既
出
の
ル
フ
ィ
ー
ノ
・
ル
ー
ポ
の
後
を
再
度
追
う
事
か
ら
始
め
て
見
よ
う
。
一
一
一
＝
年
に
カ
ザ
ー
レ
の
大
コ
ン
ス
ル
と
し
て
登
場

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

す
る
に
先
立
っ
て
、
ル
フ
ィ
ー
ノ
・
ル
ー
ポ
の
名
が
見
え
る
文
書
が
あ
る
。
一
二
〇
五
年
、
ロ
ラ
ン
ド
・
ル
ー
ポ
と
い
う
人
物
が
萱
垣
ヴ
ァ
ジ

オ
教
会
の
聖
堂
参
事
会
と
土
地
の
交
換
を
巡
っ
て
争
っ
た
。
ロ
ラ
ン
ド
は
パ
チ
リ
ア
ー
ノ
に
所
有
し
て
い
た
土
地
を
同
参
事
会
に
譲
り
、
引
き

換
え
に
カ
ン
ポ
ロ
ン
ゴ
と
い
う
別
の
集
落
の
土
地
を
受
け
取
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
が
、
そ
の
後
参
事
会
か
ら
約
束
通
り
の
も
の
が
引
き
渡
さ

れ
な
か
っ
た
た
め
パ
チ
リ
ア
ー
ノ
の
土
地
へ
の
権
利
を
主
張
し
て
い
た
。
そ
こ
で
改
め
て
ロ
ラ
ン
ド
と
聖
堂
参
事
会
の
間
に
問
題
の
土
地
の
交

換
が
確
認
さ
れ
、
パ
チ
リ
ア
ー
ノ
の
土
地
が
参
事
会
の
下
に
帰
し
た
所
で
、
ロ
ラ
ン
ド
の
三
人
の
甥
も
以
後
こ
の
交
換
に
反
対
せ
ず
、
パ
チ
リ

ア
ー
ノ
の
土
地
の
保
有
権
を
放
棄
す
る
旨
を
誓
約
し
た
。
こ
の
甥
の
一
人
が
ル
フ
ィ
ー
ノ
で
あ
る
。
ル
フ
ィ
ー
ノ
の
叔
父
は
パ
チ
リ
ア
ー
ノ
に

土
地
を
保
有
し
、
そ
の
土
地
を
カ
ザ
ー
レ
の
聖
エ
ヴ
ァ
ジ
オ
教
会
と
取
引
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
叔
父
ロ
ラ
ン
ド
の
足
跡
は
更
に
遡
る
。
＝
一
世
紀
末
、
ヴ
ェ
ル
チ
ェ
ッ
リ
ー
ナ
と
呼
ば
れ
る
地
域
の
十
分
の
一
税
の
微
意
権
を
巡
る
カ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

ザ
ー
レ
教
会
と
、
カ
ザ
ー
レ
東
部
の
フ
ラ
ッ
シ
ネ
ー
ト
の
教
会
と
の
係
争
記
録
に
証
人
と
し
て
そ
の
名
が
見
え
る
。
ヴ
ェ
ル
チ
ェ
ッ
リ
ー
ナ
は
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半
ば
フ
ラ
ッ
シ
ネ
ー
ト
教
会
に
、
半
ば
カ
ザ
ー
レ
教
会
に
従
属
し
、
十
分
の
～
税
に
つ
い
て
は
一
部
を
カ
ザ
ー
レ
教
会
が
、
一
部
を
フ
ラ
ッ
シ

ネ
ー
ト
教
会
が
徴
収
す
る
習
い
と
な
っ
て
い
た
。
そ
こ
に
改
め
て
係
争
が
持
ち
上
が
り
、
関
係
者
の
証
言
が
求
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
に

対
し
て
ロ
ラ
ン
ド
を
含
め
証
人
達
は
ほ
ぼ
口
を
揃
え
て
、
問
題
の
土
地
は
か
つ
て
ロ
ラ
ン
ド
・
ル
ー
ポ
の
父
オ
ッ
ト
ー
と
オ
ベ
ル
ト
・
カ
ー
ネ
、

そ
し
て
ベ
リ
ツ
ィ
オ
・
ペ
ッ
ル
コ
ら
の
「
カ
ザ
ー
レ
の
騎
士
達
」
が
共
同
で
購
入
し
、
保
有
し
て
い
た
の
だ
、
と
述
べ
た
。
こ
の
オ
ッ
ト
ー
の

名
は
、
＝
八
八
年
、
パ
チ
リ
ア
ー
ノ
の
人
々
が
聖
ア
ン
ブ
ロ
ー
ジ
ョ
修
道
院
長
に
誠
実
誓
約
を
し
た
時
の
文
書
に
も
、
誓
約
者
の
一
人
ペ
ト

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

ロ
の
父
と
し
て
、
盤
8
審
ヨ
○
酋
8
巳
。
。
ξ
叙
上
。
霧
鉾
Φ
（
1
1
0
¢
。
。
匙
Φ
）
と
見
え
る
。
カ
ザ
ー
レ
の
人
間
で
あ
っ
た
事
は
間
違
い
な
い
。
オ
ッ

ト
ー
自
身
が
パ
チ
リ
ア
ー
ノ
で
も
活
動
し
て
い
た
の
か
ど
う
か
は
不
明
だ
が
、
そ
の
息
子
ペ
ト
ロ
と
ロ
ラ
ン
ド
は
双
方
が
パ
チ
リ
ア
ー
ノ
と
密

接
な
関
係
を
持
っ
て
い
る
。

　
ル
ー
ポ
家
の
人
々
と
パ
チ
リ
ア
ー
ノ
の
聖
ジ
ェ
ル
マ
ー
ノ
教
会
の
関
係
を
示
す
文
書
は
多
数
あ
る
。
一
二
二
六
年
、
カ
ザ
ー
レ
の
コ
ン
ス
ル

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

で
あ
る
ル
フ
ィ
ー
ノ
・
ル
ー
ポ
の
立
会
い
の
下
に
、
オ
ッ
ト
ー
・
ル
ー
ポ
が
聖
ジ
ェ
ル
マ
ー
ノ
教
会
の
聖
堂
参
事
会
長
に
任
命
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
オ
ッ
ト
ー
は
お
そ
ら
く
ロ
ラ
ン
ド
の
甥
と
し
て
や
は
り
前
述
の
土
地
交
換
文
書
に
名
前
の
見
え
る
ル
フ
ィ
ー
ノ
の
兄
弟
で
あ
ろ
う
。
他
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

も
、
ル
フ
ィ
ー
ノ
の
息
子
の
一
人
マ
ン
フ
レ
ー
ド
が
一
三
〇
三
年
同
様
に
聖
ジ
ェ
ル
マ
ー
ノ
教
会
聖
堂
参
事
会
員
と
し
て
登
場
し
て
い
る
。
マ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

ン
フ
レ
ー
ド
は
一
方
で
、
　
二
六
七
年
に
カ
ザ
ー
レ
の
真
鶴
ヴ
ァ
ジ
オ
教
会
の
聖
堂
参
事
会
員
と
し
て
も
見
え
る
。
ル
フ
ィ
ー
ノ
・
ル
ー
ポ
と

そ
の
息
子
達
は
カ
ザ
ー
レ
の
コ
ム
ー
ネ
や
教
会
及
び
パ
チ
リ
ア
ー
ノ
の
教
会
の
双
方
で
同
時
期
に
活
動
を
続
け
て
い
る
の
で
あ
る
。
他
に
も
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

＝
孟
九
年
の
文
書
に
聖
ジ
ェ
ル
マ
ー
ノ
教
会
に
隣
接
す
る
土
地
の
保
有
者
と
し
て
見
え
る
カ
ル
デ
ラ
・
ル
ー
ポ
が
い
る
が
、
こ
の
人
物
は
一

二
二
八
年
、
教
皇
グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス
九
世
か
ら
ロ
ジ
ニ
ャ
ー
ノ
の
領
主
に
宛
て
ら
れ
た
カ
ザ
ー
レ
教
会
と
の
係
争
に
つ
い
て
の
召
喚
状
公
開
の
立

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

会
人
と
し
て
、
仙
Φ
窓
。
一
一
宣
p
o
と
い
う
表
記
を
伴
っ
て
、
パ
チ
リ
ア
ー
ノ
近
郊
所
在
の
テ
ン
プ
ル
騎
士
団
城
館
に
姿
を
見
せ
て
い
る
。
テ
ン
プ

ル
騎
士
団
員
又
は
パ
チ
リ
ア
ー
ノ
も
し
く
は
カ
ザ
ー
レ
の
教
会
の
関
係
者
で
あ
っ
た
と
考
え
る
事
が
出
来
よ
う
。

　
こ
う
し
て
見
る
と
、
合
併
以
前
か
ら
カ
ザ
ー
レ
と
パ
チ
リ
ア
ー
ノ
双
方
の
集
落
の
コ
ム
ー
ネ
や
教
会
で
活
躍
し
て
い
た
ル
ー
ポ
家
の
人
々
が
、
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そ
の
ま
ま
合
併
後
の
カ
ザ
ー
レ
で
も
要
職
に
就
き
指
導
的
な
地
位
に
あ
り
続
け
た
事
が
分
か
る
。

　
こ
の
点
は
先
ほ
ど
の
文
書
で
オ
ッ
ト
ー
・
ル
ー
ポ
と
共
同
で
ヴ
ェ
ル
チ
ェ
ッ
リ
ー
ナ
の
土
地
を
購
入
し
た
カ
ー
ネ
家
の
人
間
も
同
様
で
あ
る
。

前
章
で
見
た
パ
チ
リ
ア
ー
ノ
内
戦
の
停
戦
協
定
に
お
い
て
「
内
部
」
派
を
代
表
し
て
い
た
人
物
に
グ
イ
ド
・
カ
ー
ネ
が
い
た
が
、
彼
の
名
は
や

は
り
同
時
期
の
パ
チ
リ
ア
ー
ノ
の
関
連
文
書
に
し
ば
し
ば
見
え
る
。
＝
一
〇
二
年
、
冒
冨
自
Φ
ヨ
簿
。
費
♂
導
①
簿
ρ
器
O
巳
ら
。
津
日
ρ
鉱

象
2
導
霞
O
き
①
ω
号
一
〇
。
o
℃
餌
。
濠
碧
○
と
、
グ
イ
ド
と
一
緒
に
「
パ
チ
リ
ア
ー
ノ
の
カ
ー
ネ
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
ジ
ョ
ヴ
ァ
ン
ニ
と
カ
ッ
ラ
ン

　
　
　
　
⑨
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
八
八
年
、
パ
チ
リ
ア
ー
ノ
の
入
々
の
聖
ア
ン
ブ
ロ
ー
ジ
ョ
修
道
院
長
へ
の
誠
実
誓
約
者
の
～
人
で
あ
る
。

テ
が
見
え
る
。
ジ
ョ
ヴ
ァ
ン
ニ
は
一

～
方
、
ヴ
ェ
ル
チ
ェ
ッ
リ
ー
ナ
を
購
入
し
た
オ
ベ
ル
ト
・
カ
ー
ネ
自
身
の
名
は
カ
ザ
ー
レ
の
関
連
文
書
中
に
も
頻
繁
に
見
ら
れ
る
。
一
二
～
一

年
、
パ
チ
リ
ア
ー
ノ
教
会
と
の
抗
争
の
際
に
ル
フ
ィ
ー
ノ
・
ル
ー
ポ
が
大
コ
ン
ス
ル
と
し
て
誓
約
し
た
時
、
同
時
に
誓
約
し
た
評
議
員
の
｝
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

に
オ
ベ
ル
ト
・
カ
ー
ネ
が
い
る
。
こ
こ
に
も
ル
ー
ポ
家
と
カ
ー
ネ
家
の
社
会
的
地
位
の
近
似
性
が
窺
え
る
。
そ
の
他
の
オ
ベ
ル
ト
の
活
動
は
、

多
く
が
聖
エ
ヴ
ァ
ジ
オ
教
会
の
経
済
活
動
と
関
連
し
て
い
る
。
最
も
早
い
記
録
は
一
一
九
三
年
で
、
カ
ザ
ー
レ
教
会
の
保
有
農
が
皇
帝
代
理
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

面
前
で
そ
の
保
有
財
産
を
教
会
に
引
渡
し
た
際
の
証
人
と
し
て
見
え
る
。
続
い
て
一
二
〇
二
年
、
ヴ
ァ
レ
ン
ツ
ァ
の
軍
指
揮
官
及
び
オ
ッ
チ
ミ

ア
ー
ノ
辺
境
伯
と
カ
ザ
ー
レ
教
会
の
聖
堂
参
事
会
長
の
問
で
近
村
ミ
ラ
ベ
ッ
ロ
内
の
土
地
を
め
ぐ
っ
て
争
わ
れ
て
い
た
一
件
に
調
停
が
な
さ
れ
、

そ
の
違
反
者
に
は
五
〇
リ
ブ
ラ
の
罰
金
の
支
払
い
が
義
務
付
け
ら
れ
た
。
そ
の
際
罰
金
に
関
し
て
聖
堂
参
事
会
長
側
の
保
証
人
と
な
っ
た
の
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

オ
ベ
ル
ト
で
あ
り
、
彼
が
そ
れ
相
当
の
経
済
力
と
信
用
を
持
っ
て
い
た
事
が
分
か
る
。
オ
ッ
ト
ー
・
ル
ー
ポ
と
共
に
行
っ
た
ヴ
ェ
ル
チ
ェ
ッ

リ
ー
ナ
の
購
入
も
結
果
的
に
は
聖
王
ヴ
ァ
ジ
オ
教
会
の
十
分
の
一
税
徴
収
権
の
拡
大
に
資
し
て
い
る
事
を
考
え
合
わ
せ
れ
ば
、
彼
ら
の
活
動
と

聖
エ
ヴ
ァ
ジ
オ
教
会
の
密
接
な
関
係
が
よ
り
明
ら
か
に
な
る
。

　
で
は
も
う
～
人
の
「
カ
ザ
ー
レ
の
騎
士
」
ブ
リ
チ
オ
・
ペ
ッ
ル
コ
は
ど
う
か
。
他
所
で
そ
の
名
が
見
え
る
の
は
一
一
九
八
の
ヴ
ェ
ル
チ
ェ
ッ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

り
と
カ
ザ
ー
レ
の
協
定
文
書
に
お
い
て
、
カ
ザ
ー
レ
の
コ
ン
ス
ル
と
し
て
で
あ
る
。
こ
の
時
ロ
ラ
ン
ド
・
ル
ー
ポ
も
同
時
に
コ
ン
ス
ル
と
し
て

登
場
し
て
お
り
、
彼
ら
の
地
位
は
や
は
り
同
等
で
あ
っ
た
。
以
後
ブ
リ
チ
オ
自
身
の
名
は
史
料
上
に
見
え
ず
、
他
の
ペ
ッ
ル
コ
姓
の
保
持
者
が
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ブ
リ
チ
オ
の
直
接
の
子
や
孫
で
あ
る
事
を
示
す
記
載
も
な
い
が
、
や
は
り
＝
＝
一
年
の
誓
約
者
の
中
に
カ
ザ
ー
レ
の
評
議
員
と
し
て
ラ
イ
モ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

ン
ド
・
ペ
ッ
ル
コ
と
グ
リ
エ
ル
モ
・
ペ
ッ
ル
コ
の
名
が
挙
が
っ
て
い
る
。
ラ
イ
モ
ン
ド
は
ご
一
〇
二
年
、
そ
の
兄
弟
カ
リ
ス
テ
ル
・
ペ
ッ
ル
コ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

と
共
に
、
モ
ン
フ
ェ
ラ
ー
ト
候
ボ
ニ
フ
ァ
ッ
チ
ョ
か
ら
聖
代
ヴ
ァ
ジ
オ
教
会
に
な
さ
れ
た
譲
渡
の
証
人
と
し
て
見
え
て
い
る
。
ま
た
、
ラ
イ
モ

ン
ド
・
ペ
ッ
ル
コ
は
カ
ザ
ー
レ
の
諸
教
会
と
ト
ル
チ
ェ
ッ
ロ
の
領
主
と
の
間
で
争
わ
れ
て
い
た
カ
ザ
ー
レ
西
部
の
ロ
ラ
ス
コ
に
い
た
こ
と
も
記

　
　
　
　
　
⑰

録
さ
れ
て
い
る
。

　
従
っ
て
、
こ
れ
ら
「
カ
ザ
ー
レ
の
騎
士
」
達
は
い
ず
れ
も
カ
ザ
ー
レ
の
コ
ン
ス
ル
や
評
議
員
と
い
っ
た
要
職
に
就
く
一
方
、
三
戸
ヴ
ァ
ジ
オ

教
会
等
カ
ザ
ー
レ
の
教
会
と
結
び
つ
き
、
そ
の
運
営
と
経
営
に
参
加
し
つ
つ
、
パ
チ
リ
ア
ー
ノ
を
始
め
近
村
に
土
地
を
所
有
し
、
影
響
力
を
行

使
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
地
域
共
同
体
に
お
い
て
土
地
所
有
と
共
同
体
及
び
教
会
の
要
職
に
よ
っ
て
、
複
数
の
集
落
に
ま
た
が
っ
て
活
動
し
て
い
た
人
々

の
、
「
騎
士
」
と
い
う
呼
称
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
何
だ
ろ
う
か
。
＝
一
世
紀
末
及
び
＝
二
世
紀
初
頭
段
階
で
の
「
騎
士
」
と
い
う
存
在
は
曖

　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

昧
さ
に
満
ち
て
い
る
が
、
史
料
に
現
れ
る
姿
か
ら
は
、
彼
ら
は
お
よ
そ
在
地
小
貴
族
で
あ
る
と
言
え
る
。

　
ル
フ
ィ
ー
ノ
・
ル
ー
ポ
は
、
カ
ザ
ー
レ
の
大
コ
ン
ス
ル
と
し
て
誓
約
し
た
時
の
文
書
お
よ
び
パ
チ
リ
ア
ー
ノ
の
土
地
交
換
確
認
文
書
の
双
方

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

に
お
い
て
、
一
般
に
地
域
で
何
ら
か
の
裁
判
権
を
行
使
す
る
領
主
に
付
さ
れ
る
称
号
で
あ
る
q
O
邑
自
ω
と
い
う
呼
称
を
付
さ
れ
て
い
る
。
彼

の
叔
父
ロ
ラ
ン
ド
に
も
同
じ
称
号
が
見
ら
れ
る
。
一
方
力
ー
ネ
家
や
ペ
ッ
ル
コ
家
の
者
に
は
、
少
な
く
と
も
一
二
世
紀
末
か
ら
＝
二
世
紀
初
頭

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

に
か
け
て
の
時
期
に
は
餌
○
塾
員
ω
号
は
見
ら
れ
な
い
。
一
二
五
九
年
に
は
山
。
巨
同
調
Φ
同
口
9
巳
の
縣
①
℃
ゆ
。
田
き
。
が
現
れ
、
そ
の
後
一
二
九

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

四
年
に
匹
。
昆
自
ω
脅
墜
津
ω
8
巳
ω
、
翌
年
に
冨
お
浄
。
。
0
8
留
二
日
。
昆
巳
｝
ゆ
o
O
ぼ
置
く
。
＄
寓
O
黙
冴
が
見
え
る
。
こ
の
時
期
の
匹
。
含
崖
ω
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

裁
判
領
主
と
考
え
る
こ
と
に
は
留
保
が
必
要
で
あ
る
が
、
こ
の
点
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
カ
ー
ネ
家
の
封
建
関
係
で
あ
る
。
一
＝
六
年
、
ジ

ェ
ラ
ル
ド
・
カ
ー
ネ
と
グ
イ
ド
・
カ
ー
ネ
及
び
彼
ら
の
共
同
領
主
が
、
チ
ェ
ッ
レ
、
フ
ラ
ン
ネ
ッ
ロ
等
の
集
落
に
関
し
て
、
ハ
イ
ン
リ
ヒ
世
世

か
ら
裁
判
権
（
げ
。
口
9
卑
無
ω
鼠
。
ε
も
。
）
を
承
認
さ
れ
て
い
る
文
書
が
あ
り
、
一
二
世
紀
初
頭
の
段
階
で
は
、
カ
ー
ネ
家
が
近
隣
集
落
に
裁
判
領
主
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中世北イタリア《準都市》共同体の形成と発展（佐藤）

と
し
て
の
地
位
を
持
っ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
し
か
し
一
方
で
、
同
じ
文
書
か
ら
は
、
同
時
に
こ
の
裁
判
権
が
危
機
に
曝
さ
れ
て
い
た
こ
と

も
窺
え
る
。
ハ
イ
ン
リ
ヒ
五
世
は
、
「
余
の
王
国
の
い
か
な
る
地
位
の
人
物
も
、
先
述
の
共
同
領
主
と
ア
リ
マ
ン
ニ
を
、
脅
か
し
た
り
悩
ま
せ

た
り
す
る
こ
と
が
な
い
よ
う
に
、
彼
ら
の
農
場
を
奪
い
取
っ
た
り
、
人
身
に
手
を
か
け
る
に
及
ん
だ
り
、
攻
撃
し
た
り
す
る
こ
と
が
な
い
よ
う

に
、
フ
ォ
ド
ゥ
ル
ム
を
徴
収
し
た
り
貢
租
を
要
求
し
た
り
ヨ
き
ω
δ
暴
鼠
2
ヨ
℃
9
①
ω
欝
ひ
写
Φ
を
受
け
取
ろ
う
と
し
た
り
し
な
い
よ
う
に
」
命
じ
、

「
共
同
領
主
と
そ
の
相
続
下
達
を
暴
力
に
よ
っ
て
自
ら
の
法
廷
に
引
き
連
れ
て
行
っ
た
り
、
招
い
た
り
し
ょ
う
と
す
る
こ
と
を
」
禁
じ
な
け
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．

ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
カ
ザ
ー
セ
と
パ
チ
リ
ア
ー
ノ
の
紛
争
の
指
導
層
は
、
「
騎
士
」
と
い
う
呼
称
を
共
有
し
地
域
社
会
に
お
い
て
同
等
の
社
会
的
地
位
を
持
つ
、

在
地
の
小
貴
族
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
た
と
言
え
る
。
ご
毛
八
年
の
カ
ピ
タ
ー
ノ
提
出
規
約
に
見
ら
れ
た
よ
う
に
、
こ
の
時
期
に
は
「
騎

士
」
と
「
ポ
ポ
ロ
」
の
二
層
が
明
確
に
区
別
さ
れ
て
意
識
さ
れ
て
い
た
。
合
併
後
の
カ
ザ
ー
レ
は
、
そ
の
指
導
層
で
あ
る
「
騎
士
」
創
出
の
舞

台
と
な
り
、
そ
の
下
に
＝
二
世
紀
後
半
の
発
展
が
あ
っ
た
と
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

①
○
＞
O
O
‘
炉
拝
ゆ
。
。
Ψ
も
や
日
8
山
O
N
「
カ
ザ
ー
レ
の
指
導
層
に
つ
い
て
は
、

　
9
δ
昌
ρ
℃
」
8
b
搾
も
参
照
。

②
O
》
O
ρ
▼
H
ヨ
．
朝
。
。
も
娼
．
。
。
甲
り
ρ

③
〉
容
該
三
。
蝕
ω
翼
。
象
《
臨
騨
8
（
以
下
》
ω
ζ
）
▼
℃
禽
σ
q
同
月
Φ
尾
嵩
瓜
鰹
鳥
二
以

　
下
勺
ソ
。
碧
貯
⊆
。
蜀
》
p
．
鐸
①
．

④
O
》
0
ρ
同
も
」
昏
。
り
も
■
卜
。
心
9

⑤
○
》
O
ρ
H
H
る
．
G
。
声
℃
』
2
■

⑥
○
＞
O
ρ
H
H
ほ
p
ω
長
℃
．
＝
ω
．

⑦
》
ω
澤
℃
」
。
舞
ω
H
㊤
』
」
ピ

⑧
O
＞
○
ρ
H
』
」
ω
伊
竈
』
心
鰭
b
。
幽
A
．

⑨
》
ω
貫
℃
こ
。
景
．
ω
昇
戸
凱
■

⑩
諺
ω
ζ
℃
．
も
彗
．
田
ω
』
．
譜
①
．

⑪
O
＞
O
ρ
H
り
p
。
。
α
も
レ
ω
①
．

⑫
O
＞
O
ρ
》
H
る
．
α
G
。
も
や
刈
ω
謁
郵

⑬
O
＞
O
ρ
囲
L
．
①
ρ
署
』
甲
㊤
ω
．

⑭
H
b
ご
蓉
陣
。
・
二
・
詳
．
鷲
書
．
・
。
G
。
F

⑮
O
》
O
ρ
回
甲
・
．
。
。
μ
ワ
お
0
．

⑯
O
》
O
P
H
L
．
①
ω
ら
や
霧
ら
①
．

⑰
○
諺
O
ρ
H
b
」
奥
唱
唱
」
鳶
－
お
ゆ

⑱
・
「
騎
士
」
と
い
う
身
分
は
、
中
北
部
イ
タ
リ
ア
に
お
い
て
は
；
笹
紀
中
葉
ご

　
ろ
に
一
部
都
市
コ
ム
ー
ネ
の
法
剃
度
や
、
封
建
法
廷
の
内
部
で
確
立
さ
れ
る
が
、

　
そ
の
過
程
に
は
多
く
の
曖
昧
な
存
在
、
と
り
わ
け
小
騎
士
瞳
楯
持
ち
の
存
在
が
確

　
認
さ
れ
て
い
る
。
竃
Φ
昆
p
F
甥
一
〇
嵩
。
。
o
ロ
毎
①
H
一
（
《
ω
o
¢
無
Φ
鼠
》
）
り
く
霧
ω
巴
一
一
註
麸
類

　
匹
Φ
に
．
固
芭
ご
仙
巴
き
己
尾
一
×
H
囲
臨
。
Φ
8
5
貯
卜
。
ミ
富
§
亀
萎
縮
壁
勲
栽
ミ
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防
ミ
、
霜
雪
§
ミ
熱
亀
鷺
§
ミ
鳩
N
無
賜
免
ミ
画
呼
量
ζ
蕾
p
o
一
り
り
食
し
d
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Φ
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．
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＜
器
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一
F
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。
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。
。
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ω
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N
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U
器
8
葺
ρ
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勲
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ミ
藷
懸
§
轟
お
り
b
。
も
。
．

露
O
よ
ぱ
・
イ
タ
リ
ア
に
お
け
る
騎
士
研
究
の
研
究
史
に
関
し
て
は
、
ω
臭
く
Φ
巳
旦

○
‘
卜
霜
ミ
讐
§
ミ
竃
ミ
、
跨
§
、
N
職
8
ミ
§
鴨
ミ
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、
§
詫
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ミ
ミ
恥
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ミ
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2
鎚
山
一
閃

ω
Φ
器
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蕾
8
お
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O
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ω
装
画
絢
」
ω
葺
く
臨
。
お
宕
一
音
8
q
鉱
。
奨
塾
Φ
§
。

器
一
訂
霊
掃
壽
Φ
創
臨
ω
Φ
。
9
坤
×
H
同
同
Φ
×
H
＜
」
碧
禽
ミ
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ミ
§
ぎ
ミ
シ
一
り
①
b
。
　

O
器
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G
Q
こ
N
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ミ
馬
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ミ
ミ
鳶
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ミ
ミ
恥
ミ
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N
N
ミ
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窪
8
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N
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ぎ
①
⑥
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。
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．
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＜
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N
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◎
℃
や
潟
一
為
P
拙
稿
「
中
世
イ
タ
リ
ア

　
に
お
け
る
領
域
構
造
論
、
及
び
都
市
－
農
村
関
係
の
課
題
」
『
史
林
』
八
二
巻
三

　
号
、
一
九
九
九
年
、
一
三
　
…
～
五
～
頁
。

⑲
O
＞
O
P
同
▼
p
。
。
q
も
島
ω
①
ヨ
．
①
。
。
“
も
」
O
b
。
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N
N
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㌔
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臥
・
8
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碧
。
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ω
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．
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諺
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．
▼
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P
p
に
．
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O
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O
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①
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。
。
。
。
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N
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．
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O
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⇒
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．
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．
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お
　
わ
　
り
　
に

　
一
三
世
紀
に
お
け
る
共
同
体
の
成
長
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
史
を
下
か
ら
特
徴
づ
け
る
現
象
の
一
つ
で
あ
る
。
本
稿
に
お
い
て
は
、
イ
タ
リ
ア
に

お
け
る
同
時
期
の
農
村
部
共
同
体
間
の
紛
争
と
そ
の
担
い
手
の
分
析
を
通
じ
て
、
そ
の
内
容
を
具
体
的
に
示
す
こ
と
が
で
き
た
と
思
う
。
小
教

区
共
同
体
を
超
え
る
活
動
範
囲
と
利
害
関
係
を
持
つ
小
貴
族
で
あ
る
農
村
騎
士
が
、
地
域
社
会
の
指
導
層
と
し
て
台
頭
し
、
旧
来
の
所
領
構
造

の
変
化
と
そ
れ
に
よ
る
共
同
体
再
編
の
中
で
展
開
し
た
在
地
的
な
党
派
抗
争
の
中
で
、
集
落
の
合
併
・
拡
大
を
指
導
し
、
共
同
体
を
再
編
成
し

て
行
っ
た
。
そ
し
て
、
イ
タ
リ
ア
の
都
市
・
農
村
関
係
の
中
で
こ
の
よ
う
な
過
程
を
経
た
結
果
、
高
度
な
秩
序
創
出
機
能
を
持
っ
た
自
治
的
農

村
部
共
同
体
が
生
ま
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
共
同
体
に
国
誌
上
の
地
位
を
与
え
、
そ
の
秩
序
の
内
部
に
組
み
込
ん
で
ゆ
く
の
が
ル
ネ
サ

ン
ス
期
地
域
国
家
で
あ
る
。
そ
の
支
柱
の
一
つ
と
し
て
の
イ
タ
リ
ア
農
村
部
共
同
体
を
、
そ
の
形
成
過
程
に
お
い
て
本
稿
は
指
摘
し
得
た
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
以
下
で
は
結
び
に
か
え
て
、
こ
の
こ
と
を
よ
り
一
般
的
な
水
準
で
の
考
察
の
中
に
位
置
付
け
、
比
較
史
的
考
察
の
た
め
の
展
望
を
得
る
こ
と
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を
試
み
て
み
た
い
。
上
の
よ
う
な
カ
ザ
ー
レ
の
共
同
体
形
成
・
発
展
過
程
に
お
い
て
は
、
中
北
部
イ
タ
リ
ア
の
固
有
性
と
し
て
、
農
村
部
共
同

体
形
成
に
お
け
る
教
区
共
同
体
の
重
要
性
と
、
古
代
末
期
の
都
市
と
教
会
制
度
の
関
係
に
起
因
す
る
都
布
の
農
村
支
配
、
そ
れ
に
由
来
す
る

《
準
都
市
》
の
存
在
と
都
市
間
及
び
都
市
・
農
村
問
の
抗
争
の
大
き
な
影
響
を
指
摘
す
る
こ
と
が
出
来
る
だ
ろ
う
。
換
言
す
れ
ば
、
カ
ザ
ー
レ

の
発
展
過
程
は
都
市
・
農
村
・
教
会
関
係
の
帰
結
な
の
で
あ
る
。

　
従
っ
て
こ
こ
に
は
比
較
都
市
史
と
の
接
合
の
可
能
性
が
指
摘
さ
れ
得
る
の
で
あ
る
。
従
来
、
都
市
に
よ
る
農
村
支
配
領
域
匪
コ
ン
タ
ー
ド
の

存
在
は
イ
タ
リ
ア
的
固
有
性
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
が
通
例
で
あ
っ
た
。
し
か
し
近
年
は
、
領
域
支
配
を
行
う
都
市
の
事
例
は
イ
タ
リ
ア
以
外
で

　
　
　
　
　
　
　
①

も
研
究
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
支
配
形
態
と
支
配
確
立
の
プ
ロ
セ
ス
の
差
異
と
と
も
に
、
そ
れ
と
機
を
一
に
す
る
農
村
内
在
地
社
会
の
発
展
過
程

を
、
在
地
指
導
層
の
特
徴
や
在
地
紛
争
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
含
め
総
合
的
に
検
討
し
、
多
様
な
都
市
・
農
村
関
係
を
持
つ
諸
地
域
の
事
例
と
の
比

較
を
行
う
こ
と
が
望
ま
れ
る
と
言
え
よ
う
。
ま
た
そ
の
際
、
差
異
の
あ
る
諸
地
域
間
に
共
通
の
契
機
と
な
り
得
る
と
思
わ
れ
る
の
は
、
所
領
の

構
造
変
化
で
あ
ろ
う
。
カ
ザ
ー
レ
に
お
い
て
も
見
ら
れ
た
よ
う
な
小
教
区
共
同
体
の
発
展
は
、
北
部
イ
タ
リ
ア
で
は
一
般
に
、
人
口
の
増
大
な

ど
の
要
言
に
加
え
、
黒
黒
の
分
散
所
領
の
解
体
に
由
来
し
て
い
る
。
こ
れ
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
各
地
の
同
様
の
過
程
の
み
な
ら
ず
、
日
本
の
大
荘
園

の
解
体
と
再
編
と
も
同
一
の
現
象
で
あ
る
と
言
う
こ
と
が
出
来
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
こ
れ
ら
の
点
を
各
地
域
の
固
有
条
件
と
併
せ
考
察
す
る
こ
と
で
、
在
地
社
会
論
に
基
づ
く
中
近
世
領
域
国
家
論
の
比
較
史
的
展
開
が
可
能
に

な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
さ
さ
や
か
な
が
ら
本
稿
は
そ
の
た
め
の
素
材
を
提
供
し
得
た
も
の
と
思
う
。
無
論
イ
タ
リ
ア
内
部
に
お
い
て
す

ら
農
村
部
共
同
体
の
類
型
は
多
様
で
あ
り
、
～
概
に
一
般
化
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
が
、
そ
れ
ら
の
在
地
社
会
論
的
比
較
考
察
を
今
後
の

課
題
と
し
て
挙
げ
、
本
稿
の
結
び
と
し
た
い
。

①
山
田
雅
彦
「
中
世
北
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
都
市
付
属
領
域
の
形
成
ー
ア
ラ
ス

　
の
事
例
を
申
心
に
一
」
『
熊
本
大
学
文
学
部
論
叢
輪
第
七
八
号
、
二
〇
〇
三
年

三
月
、
　
一
－
四
二
頁
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govemment　organization．　The　zaicho”蜘in　system　was　thus　fated　for　liquida亀ion血

the　latter　half　of　the　13th　centtttry　due　to　this　disruption　of　its　foundations　and　the

functions　of　the　leokuga　which　had　been　supported　by　this　system　declined　greatly．

The　character　of　the　leoleuga　as　a　regional　adrniuistrative　organization　lost　its　reality　in

this　manner．　When　consideimg　the　assumption　of　the　functions　of　the　kokuga　by　the

bakufu幕府in　Kamakura　times，　it　is　necessary　to　consider　the　background　of　the

｝oss　of　admmiserative　capacity　by　the　kokuga　and　hesitate　before　ovey一　estmating　any

decisive　actions　on　the　part　of　the　baleufa．

La　formazione　e　lo　sviluppo　della　comunitSa　di　una　＜＜quasi－citt’a＞＞　nell’ltalia

settentrionale　nel　Medioevo　：　Casale　Monferrato　e　i　suoi　conflitti　locali．

by

SATO　Hitomi

　　Neli’ltatia　settentrionale　del　periodo　tmascimentale，　numerose　potenti　comunitSa

non　cittadine　chiamate　＜＜quasi－cittb＞＞　fecero　la　loro　comparsa　come　soggetti　poligci

caratterizzatori　dell’ordmamento　degli　stati　tenitoriali．　Ma　il　fatto　che　tali　comunit’a

uscirono　cresciute　dopo　una　lunga　fase　di　conflitti　intercittadini　nell’ltalia　comunale，

durante　la　quale　si　erano　verificate　non　poche　modthche　insediative，　xichiederebbe　una

considerazione　sul　processo　di　formazione　e　di　svipuppo　di　esse　per　inquadrare　meglio

dal　basso　la　formazione　dello　stato　tenitoriale．　ln　questo　saggio　viene　esaminata　la

formazione　e　lo　sviluppo　della　comunitb　di　Casale　Monferrato，　con　una　particolare

attenzione　alla　sua　capacib　di　mantenimento　dell’ordine　e　deHa　pace　locale，　che　si　vide

crescere　intorno　alia　meth　del　Duecento　dopo　una　serie　di　confiitti　locali．

　　Gli　statuti　della　comunith　e　diversi　documenti　delle　negoziazioni　con　delle　comunitb

lixxitrofe　e　dei　signori，　i　marchesi　di　Monferrato　e　i　Visconti，　mostrano　tale　capacitb

sempre　piin　rafforzata　mediante　la　creazione　di　un　adeguato　organo　comunkario．　Allo

sviluppo　di　tale　capacit’a　precedette　il　processo　di　ingrandirnento　insediativo－

comunitario　di　Casale　che　avvenne　dopo　1’unione　con　un　altra　comunitb　rulare

adiacente，　Pacikano，　con　cui　peyb　Casale　era　da　tempo　coinvolta　in　conflitto　connesso

a　queki　intercittaclini．　La　crescita　di　questa　comunitb　non　cittactina　capace　di

man重eneエe　la　pace　poteva　essersi　ve組ca£a　come　una　risposta　a皿，es≦genza（籔creare

1’otdine　al　livello　locaie．
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　　ll　risultato　dell’esame　del　precesso　dei　cenflitti　e　deUe　re1azioni　personali　tra　due

comunitb　prima　e　dopo　dell’unione　sembra　sostenere　ta｝e　ipotesi　：　le　due　comunith

avevano　dei　conftitti　intemi　e　｝e　famiglie　di　loro　esponenti　erano　legate　le　une　alle　altre

deR’aitra　comunitb，　alcuni　tra　questi　esponenti　erano　attivi　in　ambedue　comunitb　sia

come　figu｛re　di　importanza　politica　ed　ecclesiastica　che　come　proprietari　terrieri，　legati

spesso　ad’interesse　della　chiesa　di　S．Evasio　di　Casale．　La　comunanza　di　interessi　dei

dir　igenti　delle　due　comunitb　in　conflitto，　che　mostrano　g　profeo　da　aristocyazia　rurale

del　luogo，　sembra　evidente．

　　Dai　confiitti　lecali　legati　ai　conflitti　intercittadini　del　periodo　comtmale　escono　cos’i

piccoli　aristocratici　rurali　del　luogo　come　dingenti　delle　comunltb　cli　riBevo　，ma　non

cittadma．　La　comunitb　ng　ale　＜＜quasi－cittb＞＞　b　nata　e　cresciuta　emergendo　dal

processo　di　riorganizzazione　insediativa　e　sociale，　detemnato　da　ult　particolare

rapporto　tra　la　cittb　e　la　carnpagna　in　confijtto　nei　secoij　XII－XIII．

Churches　and　Cornrnunities　in　Late　Medieval　Crete

by

TAKADA　Ryota

　　As　the　result　of　the　Fourth　Crusade　in　1204，　the　Republic　of　Venlce　tool〈

possession　of　the　lsland　of　Crete，　where　Venetian　dommion　continued　for　more　than

four　and　haif　centuries，　until　the　Ottoman　Empire　conquered　the　lsland　in　1669．　This

paper　aims　at　clarifying　the　social　structure　of　Venetian　Crete．

　　F．Thiriet，　an　auth面ty　on　the　history　of　Venetian　Roman圭a，　proposed　a　social

model　for　Crete　in　his　monograph　published　in　1959．　He　proposed　that　there　would

have　existed　two　seculai’　ethnic　communities，　“Greeks”　and　“Latins，”　socially

stratified　and　composed　of　communities　of　betievers　of　two　autonomous　churches，　the

Orthodox　Church　and　the　Roman　Catholic　Church．　ln　this　paper　1　refey　to　a　secuiar

community　of　believers，　as　a　“church　community，”　and　the　framework　of　Thiriet’s

social　model　as　the　“church－community　model．”

　　Recently，　sorr｝e　scholars　have　tried　to　revise　his　social　model．　Ch．　Maltezou，　for

one，　has　criticized　the　theoretical　fr’arnework　of　the　church－community　model．　One　of

her　objections　has　been　that　the　church－cornmunity　model　lacks　an　understanding　of

the　fact漁at　bo廿i　the　Orthodox　Church　and　the　Roman　Catholic　Church　came　to　enjoy

autonomy　as　a　yesult　of　the　political　process　of　the　formation　of　the　dual　church
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